
第31節別表

一外交一【在留資格決定の場合】

31－1

8件 立匹亘署

第1(該当範囲） 沢の貢科により判町す｡。

①申謂書
②口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分及び用務を鉦する文書



【在留寅格決定の場合】 一公用一

【在留期間更新酢可申鯖の場合】 一公用一

31－2

要件 面 肝9 【串
第1(該当範囲） 丞四風研1－小ツ千り画Tヲ旬◎

①申請書
② 口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分､用務及び期間を証する
文書

要件 宜臨勺碑
第1(該当範囲） 錘”風不斗1－ふり千M町ツ旬⑥

①申鯖書
② 口上書その他外国政府又は国際機関の発行した身分､用務及び期間を柾する
文書



一教授一【在留資格決定の場合】

一教授一【在留期間更新許可申鯖の場合】

31-3

（

カテコリー1 カテニ リー2
昌上l子苗hまず墨

区分

(申鯖人）
大学等において常勤職員として勤務する塙
合

夕、手マU－UUツー、ヲrn乙型やニーーー…も幻グ ー野

場合

第1

(該当範囲）
申鯖筈により判断する。 次の資料により判断する。

①申鮪書
②勤務する大学等(複数の大学の非常勤
購師等を兼ねる場合は､それぞれの大学
等)における活動の内容､期間､地位及
び報酬を証明する文書｡ただし､大学等
以外の機関との契約に基づいて勤務する
場合は､大学等における活動の内容､期
間､地位及び当該機関の支給する報酬を
証明する文書

”了。

ｒ
Ｂ
ｄ ノー‘ カテニ リー2

区分
(申請人）

大学等において常勤礎員として勤務する潮
今
回

天子寺'三面し､~L3F蹄副耳浜風こしL副彌ツ匂

場合

要件 wr春審理

第1

(該当範囲）
申請書により判断する。 次の資料により判断する。

①申靖書
②住民税の課税(又は非課税)鉦明書及
び納税証明書



【在留資格決定の場合】 －芸術一

【在留期間更新許可申鯖の場合】 一芸術一

31－4

， I

要f
■
』

■口■IF■碑
第1(該当範囲） 錘W興矛寺1－隼ツ〒ﾘ岡『9つ｡

①申鯖書

②公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合は､当骸機関又は個
人との契約書の写し等活動の内容､期間､地位及び報酬を証明する文書
③公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合は､申請人が作
成する具体的な活動の内容､期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込
み額を配載した文書
④芸術上の活動歴を詳細に配載した履歴書
⑤関係団体からの推薦状､過去の活動に関する報道､入賞､入選等の実績､過
去の作品等の目録等芸術活動上の業績を明らかにすることのできる資料

要件 並
●

匝寅串
第1(該当範囲） ハ”具舜1－唾ツ刊因19つ⑨

①申鏑書

②
③
公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合は､当骸機関又は個
人との契約書の写し等活動の内容､期間､地位及び報酬を証明する文書
公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う塙合は､申鯖人が作
成する具体的な活動の内容､期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込
み額を配載した文書

④住民税の謀税(又は非課税)鉦明書及び納税証明書



一宗教一【在留資格決定の場合】

31－5
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第1(該当範囲） 次の糞科により判町百勺。

①
②
申諸書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間､地位及び
報酬を班明する文書
③派遣機関及び受入機関の概要(宗派､沿革､代表者名､組織ざ施設､恒者数
等)を明らかにする資料
④宗教家としての地位及び職歴を証明する文書

【件一 '.T町惟官型

第1(該当範囲） 深の糞掛により判断ツ匂。

①
②
申請書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣の継続を鉦明
する文書
③住民税の課税(又は非課税)胚明書及び納税証明書



【在留資格決定の場合】 一報道一

－報道一【在留期間更新許可申舗の場合】

31-6

カテゴリー1 カテゴリー2 ．

区分

(申謂人)
外務省報道官から外国記者登録証を発行
された者を雇用する外国の報道機関に雇用
される場合

左に該当しない団体･個人

拝

■
』 限に醸当寸馬E歩葬示す畜廻 ．

第1
(該当範囲）

申請書により判断する。 次の資料により判断する。

①申請書
②外国の報道機関の概要(代表者名､沿
革､組織､施設､職員数､報道実績等)を
明らかにする資料 ．
③外国の報道機関から派遣される者の場
合は､当該機関の作成した地位､活動の‘
内容､派遣期間､報酬を鉦明する文書
④外国の報道機関に日本で雇用されるこ
ととなる者の場合は､労働基準法15条1
項及び同法施行規則5条に基づき､労働
者に交付される労働条件を明示する文書

⑤③以外のフリーランサーその他外国の
報道機関等との雇用以外の契約に基づ
いて活動する者の塙合は､当該契約に係
る契約書
ただし､当骸契約書に地位､活動の内
容､活動期間、報酬のいずれかが記載さ
れていない時は､その事項を記載した当
該外国の報道機関の作成した文書

力霜リー1 カテゴリー2

区分
(申錆人）

外務省報道官から外国記者登録証を発行
された者を雇用する外国の報道機関に雇用
される場合

左に該当しない団体･個人

要件 宜醸‘■鍵

■
』 恩 三訪当寸墨星 ヒを示す資I 6

第1
(該当範囲）

申請書により判断する。 次の資料により判断する。

①申鯖書
②外国の報道機関の作成した在職証明
書(所属機関の名称､所在地及び電話番
号が配載されているものに限る｡)等引き
続き外国の報道機関から派遣され､又は
外国の報道機関に雇用され若しくは当該
機関との契約により活動していることを証
明する文書

③住民税の課税(又は非課税)証明書及
ぴ納税証明書



(業務独占資格・名称独占董格） の例国家資格【参考】

国家賦験･資格 所管 根拠法令 業務独占 名称独占 交付者

医師 厚労省 医師法 0 ○ 厚生労働大臣

移動式クレーン運転士 厚労省 労働安全衛生法 ○ 都道府県労働局長

ウェブデザイン技能士 厚労省 職業能力開発促進法 ◎
厚生労働大臣又は
厚生労世大臣歯定堂唾樫凹

液化石油ガス設備士 経産省
液化石油ガスの保安の確保及
び取引の適正化に関する法律

○ 都道府県知事

栄養士 厚労省 栄養士法 ◎ 都道府県知事

外国公鹿会計士
金融庁
(内閣府）

公鯉会計士法 0 0 内閣総理大臣

管理栄養士 厚労省 栄養士法 0 厚生労働大臣

介蔑福祉士 厚労省 社会福祉士及び介醸福祉士法 ○ 厚生労働大臣

肴渡師 厚労省 保健師助産師看渡師法 ○ 。 厚生労働大臣

ガス溶接技能購習修了者 厚労省 労働安全衛生法 0 厚生労働大臣摺定槌関

ガラス用フィルム施工技能士 厚労省 職菜能力開発促進法 ○
厚生労働大臣又は
厚生労働大臣柑定賦敏機関

海事代理士 国交省 海事代理士法 0 0 国土交通大臣

管エ事施エ管理技士 国交省 建設集法 0 国土交通大臣

家畜人エ授糖師 農水省 家畜改良増殖法 0 0 都道府県知事

外国法事務弁腫士 法務省
外国弁瞳士による法律事務の
取扱いに関する特別措置法

○ ○ 法務大臣

義肢装具士 厚労省 絃肢装具±法
4

0 0 厚生労働大臣

救急救命士 厚労省 救急救命士法 0 ○ 厚生労働大臣

金塾窓口サービス技能士 厚労省 職集能力開発促進法 0
厚生聾■大臣又は
厚生勢■夫亘空室堂寧鰹囮

キャリア･コンサルティング技能士 厚労省 職業能力開発促進法 0
厚生労働大臣叉は
厚生労n大固歯室堂唾埋凹

着付け技能士 鋤 厚労省 職案能力開発促進法 0
匝生弾働大匿叉は
厚生労働大臣招定賦険徴関

行政書士 総務省 行政書士法 ◎ 0 都道府県知事

技術士 文科省 技術士法 ◎ 文部科学大臣

クレーン･テﾘｯｸ運転士 厚労省 労働安全衛生法 ◎ 都道府県労働局長

クレーン運転技能購習修了者(床上操作
式､小型移動式）

厚労省 労働安全衛生法 ○ 厚生労働大臣指定機関



31－8

国家賦験･資格 所管 根拠法令 業務独占 名称独占 交付者

計量士 経産省 計量法 ○ 経済産業大臣

言騒聴覚士 厚労省 言鰭聴覚士法 ◎ ○ 厚生労働大臣

建築士(－級､二級､木造） 国交省 建築士法 0 ○
面主宰壷大臣(一級)又は
極遠府県知事(二級､木造）

建築設備士 国交省 建築士法､建築士法施行規則 0 国土交通大臣

高所作粟車運転技能購習修了者 厚労省 労働安全衛生法 0 厚生労働大臣桐定機関

航空従事者
《巌伍■士趣璽昼■壬･館堕干早型⑤士･壁回毎口七・鮪画■■主｡航宜
士》 。

国交省 航空法 0 国土交通大臣

公鹿会計士
内閣府
(金融庁）

公麗会針士法 ○ ○ 内閣総理大臣

作業環境測定士 厚労省 作業環境測定法 0 ◎ 厚生労働大臣

作業療法士 厚労省 理学療法士及び作業療法士法 0 0 厚生労働大臣

浄化槽管理士 琿境省 浄化槽法 0 ○ 環境大臣

視能訓練士 厚労省 視能馴練士法
寺 子

○ 0 厚生労働大臣

歯科医師 厚労省 歯科医師法 ◎ ○ 厚生労働大臣

歯科衛生± 厚労省 歯科衛生士法 0 0 厚生労働大臣

歯科技工士 厚労省 歯科技エ士法 ○ ◎ 厚生労働大臣

社会福祉士 厚労省 社会福祉士及び介瞳福祉士法 0 厚生労働大臣

社会保険労務士 厚労省 社会保険労務士注 ◎ ○ 厚生労働大臣

柔道整復師 厚労省 垂遣繋復師法 0 0 厚生労働大臣

憤報配線施エ技能士 厚労省 職業能力開発促遣法 0
厚生労働大臣又は
厚生労僅大冨歯室賦験桧関

鰺療放射線技師 厚労省 診療放射線技師法 0 0 厚生労働大臣

准看瞳師 厚労省 保健師助産師看瞳師法 0 ○ 都道府県知事

助産師 厚労省 保健師助産師看瞳師法 0 0 厚生労働大臣

ショベルローダー等運転技能講習修了者 厚労省 労働安全衛生法 0 厚生労働大臣摺定犠関

車両系建設犠械通転技能購習修了者
(整地･運搬･積込み用及び掘削用､解体用、
基礎エ事用）

厚労省 労働安全衛生法 0 厚生労働大臣指定機関

浄化槽殴備士 国交省･理域省 浄化槽法 ○ 0 圏土交通大臣

消防設備士 総務省 消防法 0 都道府県知事

獣医師 農水省 獣医師法 0 ○ 農林水産大臣
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国家賦験･資格 所管 根拠法令 業務独占 名称独占 交付者

司法害士 法務省 司法書士法 0 0 法務大臣

司書 文科省 図書館法 0 文部科学大臣

精神保健福祉士 厚労省 繍神保健福祉士法 0 厚生労働大臣

製菓衛生師 厚労省 製菓衛生師法 ○ 都道府県知事

潜水士 厚労省 労働安全衛生法 0 ○ 都道府県労働局長

税理士
財務省
(国税庁）

税理士法 ◎ 。 国税審蟻会

蓬園愉工管理技士 国交省 建設業法 0 闘士套通大臣

玉掛け技能購習修了者 厚労省 労働安全衛生法 ○ 厚生労働大臣指定機関

第一種圧力容器取扱作集主任者
(普通､化学股備関係）

厚労省 労働安全衛生法 ○ 厚生労働大臣撞宝璽園

第一種圧力容器取扱作案主任者(特定） 厚労省 労働安全衛生法 ○ 都道府県労働局長

知的財産管理技能士 厚労省 職業能力開発促進法 0
厚生労働大臣又は
厚生労壁大顧柑房試験機関

鯛理技能士 厚労省 職業能力開発促進法 0
匝生労働大日叉吐
厚生労働大軍輯室堂世埋哩

鯛理師 厚労省 調理師法 0 都道府県知事

通訳案内士(通訳ガイド） 国交省 通訳案内士法 ○ ○ 観光庁長官

通関士
財務省
(税関）

通関業法 ◎ 0 各税関長

電気工事士(第一種､第二種） 経産省 電気エ事士法 0 都道府県知事

瞳気エ事施エ管理技士 国交省 建設菜法 0 国土交通大臣

特種電気エ事資格者 経産省 電気エ事士法 0 経済産業大臣

土木施エ管理技士 国交省 建段業法 ○ 国土交通大臣

士蝋区圃整痴士 ‘ 国交省 ±趣区画整理塗 。 国土交通大臣

土地室屋廻香士 法務省 土地家屋闘査士法 0 0 法務大臣

発破技士 厚労省 労働安全衛生法 0 都道府県労働局長
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国家賦験･資格 所管 根拠法令 業務独占 名称独占 交付者

美容師 厚労省 美容師法 0 厚生労働大臣

ピル設備管理技能士 厚労省 職業能力開発促進窪 。
臣又は
臣糎室睦唾増回

ビルクリーニング技能士 厚労省 職業能力開発促進法 ○
厚生労働大臣又は
厚生労働大臣指定函機■

ファイナンシヤル･プランニング技能士 厚労省 職業能力開発促進法 ○
厚生労働大臣又は
厚生労働大臣櫓定”擾関

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能鱗習修了者 厚労省 労働安全衛生法 0 厚生労働大臣指定徴関

不整地運搬車運転技能購習修了者 厚労省 労働安全衛生法 0 厚生労働大臣指定機関

弁理士
経産省
(特許庁）

弁理士法 0 ◎ 経済産業大臣

弁腫士(司法試験） 法務省 弁腫士霊 0 ○ 法務大臣

保育士 厚労省 児童福祉法 ○ 都道府県知事

保健師 厚労省 保健師助産師看獲師法 0 0 厚生労働大臣

ボイラー整備士
■

厚労省 労働安全衛生法 ◎ 都道府県労働局長

ボイラー取扱技能購習修了者 厚労省 労働安全衛生法 0 厚生労働大臣指定樋関

ボイラー溶接士(普通､特別） 厚労省 労働安全衛生法 0 都道府県労働局長

マンション管理士 国交省
マンションの管理の適正化の
推進に関する法律

0 国土交通大臣

水先人 国交省 水先法 0 国土交通大臣

薬剤師 厚労省 薬剤師法 0 ○ 厚生労働大臣

揚貨装置運転士 厚労省 労働安全衛生法 。 都道府県労働局長

理学擬法士
句

厚労省 理学療法士及び作業療法士法 0 0 厚生労働大臣

理容師 厚労省 理容師陵 0 厚生労働大臣

臨床検査技師 厚労省 臨床検査技師等に関する法律 0 0 厚生労働大臣

臨床工学技士 厚労省 臨床エ学技士法 0 0 厚生労働大臣

ﾚｽﾄﾗﾝサービス技能士 厚労省 職巣能力開発促進法 0
厚鐘働大臣又は
厚生労廻大臣空室堂酋橿園

ﾚｽﾄﾗﾝサービス技能士 厚労省 職業能力開発促進法 0
厚生労働大臣又は
厚生労働大臣拓定函樋間

宅地建物取引士
国土交通
省

宅地建物取引錐法 0 都道府県知事



一経営･管理一【在留資格決定の場合】

31-11

ｰ

勿丁ロ 西－8 “可 r卓迦一毎 カテゴリー3 幻丁当‘沙一や

区分

(申鯖人）
①日本の証券取引所

に上場している企
②保険業を営む相互
会社
③外国の国又は地方
公共団体
④日本の国･地方公
共団体鯉可の公益
法人

⑤高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中欄ｲ又は口に
掲げる企業等(ｲノ
ペーション創出企
業）

⑥独立行政法人日本
貿易振興機構
(JETRO)により対
日投資支援企業と
して麗定された企業
(コワーキングス
ペースを事業所とし
ている企業を除く｡）

⑦一定の条件を満た
す企業等(※）

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
調書合計表中､給与
所得の源泉徴収票合
計表の源泉徴収額が
1,0"万円以上ある団
体･個人

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
鯛書合計表が提出さ
れた団体･個人(ｶテ
ゴリー2を除く｡）

左のいずれにも該当し

ない団体･個人

1■件 工睡

-E旦已”し､りI ､かに 陵当する 巴土葬ウ,艮叶。 ③文科

第1
(該当範囲）

申鯖書により判断す
る ｡

甲ロ月菅'一参ツ荊函lフ

る ◎

次の資料により判断

する。

①申鯖書
②申請人の活動の
内容等を明らかに
‘する次のいずれか
の資料
ア日本法人であ
る会社の役員に
就任する場合
は､役員報酬を
､定める定款の写
し又は役員報酬
を決鰻した株主
総会の膿事録
(報酬委員会が
設置されている
会社にあっては
同委員会の繊事
録)の写し

次の資料により判断
する。

①申鯖害
②申購人の活動の
内容等を明らかに
する次のいずれか
の資料

ア日本法人であ
る会社の役員に
就任する場合
は､役員報酬を
定める定款の写
し又は役員報酬
を決儀した株主
総会の儀事録
(報酬委員会が
設置されている
会社にあっては
同委員会の蟻事
録)の写し



0

第1
(該当範囲）

続き

イ外国法人内の
日本支店に転勤
，する場合及び会
社以外の団体の
役員に就任する
の場合は‘地位
（担当業務)､期間
及び支払われる
報酬額を明らか
にする所属団体
の文害

ウ日本において
管理者として雇
用される場合は、
労働基準法15条
1項及び同法施
行規則5条に基
づき､労働者に
交付される労働
条件を明示する
文書

イ外国法人内の
日本支店に転勤
する場合及び会
社以外の団体の
役員に就任する
の場合は､地位
（担当業務)､期間
及び支払われる
報酬額を明らか
にする所属団体
の文書
ウ日本において
管理者として雇
用される場合は、
労働基準法15条
1項及び同法施
行規則5条に基
づき､労働者に
交付される労働
条件を明示する
文書

蕊
31-12



⑥事業を営むため
に必要な許麗可の
取得等をしているこ
とを胚する次の文
書
ア申購に当たっ
ての鋭明書(参
考様式）
イ許麗可の取得
等をしていること
を証する許可書
等の写し

第1
(骸当範囲）

続き

ノ

31-13



』

31-14

第2(基準）
1（1）

申請書により判断す
る ｡

申請書により判断す
る 0

次の資料により判断
する ｡

①申鯖書
②事業所用施設の
存在を明らかにす
る不動産登記簿謄
本､賃貸借契約書
その他の資料

次の資料により判断
する。

①申購書
②事業所用施設の
存在を明らかにす
る不動産登記簿踏
本､賃貸借契約書
その他の資料

第2(基準）
1(2）

申購書により判断す
る 。

申錆書により判断す
る 0

次の資料により判断
する。

①申請書

②常勤の職員が一
人以上従事してい
ることを明らかにす
る当該職員に係る
賃金支払に関する
文書及び住民票そ
の他の資料

③該当範囲の④の
資料
④該当範囲の⑤の
資料
⑤その他事業の規
模を明らかにすると
して提出された資料

次の資料により判断
する。
①申鯖書

②常勤の職員が一
人以上従事してい
ることを明らかにす
る当該職員に係る
賃金支払に関する
文書及び住民票そ
の他の資料

③該当範囲の④の
資料
④該当範囲の⑤の
資料．
⑤その他事業の規
模を明らかにすると
して提出された資料



6

31-15

第3(基準） 申請書により判断す
る ◎

1

申鯖書により判断す
る 。

グ

次の貴料により判断
する。

①申鯖書 ．
②該当範囲の⑥ア
の資料

③経営者又は常勤
の職員が日本語能
力を有していること
を胚する次の資料
ア日本語能力を
有する者(申請
人を除く｡)の住
民票
イ日本鰭能力を
有することを証す
る次のいずれか
の資料
(ア） （試験により
胚明する場
合)賦験の合
格証､成績証
明書

(ｲ） （その他の
方法により証
明する場合）
日本贈能力を
有する者の身
分及び経歴を
鉦する資料
(住民票､卒業
証明書等）

ウ （日本膳能力を
有する者が常勤
の職員(申鯖人
を除く｡)の場合）
当該職員に係る
賃金支払に関す
る文書

次の貿料により判箭
する。

①申購書
②申鯖に当たって
の脱明書(参考様
③経営者又は常勤
の職員が日本語能
力を有していること
を鉦する次の資料
ア日本語能力を
有する者(申請
人を除く｡)の住
民票
イ日本鰭能力を
有することを証す
る次のいずれか
の資料
(ア） （試験により
胚明する場
合)試験の合
格証､成績証
明書

(イ） （その他の
方法により歴
明する場合）
日本鰭能力を
有する者の身
分及び経歴を
証する資料
(住民票､卒業
鉦明害等）

ウ （日本鱈能力を
有する者が常勤
の職員(申鯖人
を除く｡)の場合〉
当該職員に係る
賃金支払に関す
る文書



句

31－16

第4(基準） 申鯖書により判断す
る ｡

申請書により判断す
る ｡

次の資料により判断
する。

①申鯖書

②経営管理に関す
る分野又は申鯖に
係る事業に関連す
る分野において博
士の学位､修士の
学位又は専門職学
位を有していること
を胚する文書

③関連する職務に
従事した機関並び
に活動の内容及び
期間を明示した履
歴書

④関連する職務に
従事した期間を胚
する文書 ‘

⑤該当範囲の②の
資料

次の資料により判断
する。

①申鯖書
②経営管理に関す
る分野又は申鯖に
係る事業に関連す
る分野において博
士の学位､修士の
学位又は専門職学
位を有していること
を柾する文書

③関連する職務に
従事した機関並び
に活動の内容及び
期間を明示した履
歴書

④関連する職務に
従事した期間を鉦
する文書

⑤該当範囲の②の資
料



一経営･管理一【在留期間更新酢可申請の場合】

‐
①申鯖書 ①
②直近の年度の決②
算文書の写し
③当該事業を法人③
において行う場合に
は､当該法人の登
飽室軍師頭客の写

中頭否

直近の年度の決
庫文書の写し
当骸事業を法人
こおいて行う場合I
ま､当該法人の登
旧事項鉦明審の宕

千日円－8．J－

，噸頭

31-17

区分

(申禰人）

カテコ・リー1

①日本の証券取引所

に上場している企
業

②保険業を営む相互
会社
③外国の国又は地方
公共団体
④日本の国･地方公
共団体認可の公益
法人

⑤高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中欄ｲ又は口に
掲げる企業等(イノ．
ベーション創出企
業）

⑥独立行政法人日本
貿易握興機構
(JETRO)により対
日投資支援企業と
して浬定された企業
(コワーキングス
ペースを事業所とし
ている企業を除く｡）

⑦一定の条件を満た
す企業等(※）

罰 テゴリー2

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
調書合計表中､給与
所得の源泉徴収票合
計表の源泉徴収額が
1,0”万円以上ある団
体･個人

カテ： '－3

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
鯛書合計表が提出さ
れた団体･個人(ｶテ
ゴリー2を除く｡）

カテゴリー4

左のいずれにも該当し
ない団体･個人

要件 立匠壷料

上記のい罰 l;汀1,かに 陸当す黒星歩寡宙 剛卜可為直垂
0



⑤常勤の職員が一
人以上従事してい
ることを明らかにす
る当該職員に係る
賃金支払に関する
文書及び住民票そ
の他の資料
⑥経営者又は常勤
の職員が日本鰭能
力を有していること
を証する次の資料

ア上記④ｱの資
料

イ 日本箔能力を
有する者(申鯖
人を除く｡)の住
民票

ウ日本語能力を
有することを鉦す
る次のいずれか
の資料

（ア） （試験により鉦
明する場合）
試験の合格
証､成績証明
書

（ｲ） （その他の方
法により歴明
する場合)日
本語能力を有
する者の身分
及び経歴を胚
する資料(住
民票､卒業鉦
明書等）

エ(日本語能力を
有する者が常勤
の職員(申鯖人
を除く｡)の場合）
当該職員に係る
賃金支払に関す
る文書

⑦在留資格決定時
又は直近の在留期
間更新時に提出し
た事業計画書に基
づく活動を着実に
行っていたことを具
体的に説明する資
料(在留資格決定
時等に提出した事
業計画書等にも土
つく活動とは異なる
活動を行っている場
合は､その理由及
び当該活動に係る
具体的説明資料）

⑤常勤の職員が一
人以上従事してい
ることを明らかにす
る当該職員に係る
賃金支払に関する
文書及び住民票そ
の他の資料
⑥経営者又は常勤
の職員が日本鰭能
力を有していること
を証する次の資料

ア上配④ｱの資
料
イ日本鰭能力を
有する者(申購
入を除く｡)の住
民票
ウ日本語能力を
有することを証す
る次のいずれか
の資料

（ア） （試験により鉦
明する場合）
肢験の合格
征､成績証明
書

（イ） （その他の方
法により証明
する場合)日
本語能力を有
する者の身分
及び経歴を鉦
する資料(住
民票､卒業証
明書等）

エ(日本贈能力を
有する者が常勤
の職員(申晴人
を除く｡)の場合）
当該職員に係る
賃金支払に関す
る文書
⑦在留資格決定時
又は直近の在留期
間更新時に提出し
た事業計画書に基
づく活動を着実に
行っていたことを具
体的に脱明する資
料(在留資格決定
時等に提出した事
業計画書等にも土
つく活動とは異なる
活動を行っている場
合は､その理由及
び当骸活動に係る
具体的醜明資料）

31-18



蕊
肖
顎
齢
聿
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納
個
喫
酢

旧
る
こ
征

31-19

第1
(該当範囲）
第2
(基準）

続き



一法律･会計業務一【在留資格決定の場合】

－法律･会計業務一【在留期間更新許可申鯖の場合】

31-20

『要件 画Ⅱ巳吐貢群

第1(該当範囲）

第2(基準）
次の資料により判断する。

①申鯖書 ‘
②資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し）

要f
■
巴 W町心ー＝

第1(該当範囲）
第2(基準）

次の資料により判断する。

①申鯖書
〆



一医療一【在留責格決定の場合】

一医療一【在留期間更新酔可申鯖の場合】

31-21

刀テー リー1 麺丁目四一垂

区分
(申瀧人）

医師･歯科医師 医師･歯科医師以外の者

第1
(該当範囲）

次の資料により判断する。

①
②
申請書
資格を有することを証明する文書(免状
又は証明書等の写し）

次の資料により判断する。

①申請書
②資格を有することを証明する文書(免状
又は証明書等の写し）
③勤務する機関の概要(病院､診療所等
設立に許可を受けることを要する機関の
場合は､当骸許可を受けた年月日を明示
したもの)を明らかにする資料

霊 リー1 カテゴリー2

区分
(申請人）

医師･歯科医師 医師･歯科医師以外の者

第1
(該当範囲）

申講書により判断する。 次の資料により判断する。

①申購書
②住民税の課税(又は非課税)証明書及
び納税証明書
③従事する職務の内容及び報酬を証明
する在職証明書その他の所属機関の文
毒



【在留資格決定の場合】 一研究一

31-22

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4

区分
(申請人）

①日本の証券取引所
に上喝している企業

②保険業を営む相互
会社
③日本又は外国の
国･地方公共団体

④独立行政法人
⑤特殊法人･麗可法
人

⑥日本の国･地方公
共団体認可の公益
法人

⑦法人税法別表第1
に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中欄ｲ又は口に
掲げる企業等(ｲノ
ベーション創出企
業）

⑨一定の条件を満た
す企業等(※）

①前年分の給与所得
の源泉徴収票等の
法定調書合計表
中､給与所得の源
泉徴収票合計表の
源泉徴収額が1，
000万円以上ある団
体･個人

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申購を行うことを希
望し､カテゴリー審
査に係る資料を提
出した上､在留申請
オンラインシステム
の利用申出が承麗
された機関

③｢留学｣からの在留
資格変更であって
次のいずれかに験
当する者
a本邦の大学院、
大学又は短大卒業
(予定)者
b海外の優秀大学
卒業者(3つの世界
ランキング中.2つ
以上で上位300位
にランクインしてい
る外国の大学が対
象） ‘
C･ 「留学｣から就労
資格に変更して就
労し､その後当骸所
属機関において在
留期間更新した者
を現に受け入れて
いる機関において
就労する者

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
調書合計表が提出さ
れた団体･個人(カテゴ
リー2を除く｡）

左のいずれにも該当し
ない団体･個人



①

舌動の②
氏力､に

①甲購香

②申購人0
内容等をE
する次の↓
の資料
ア労働鼠
する塙合
基準法1’
ぴ同法鴬

、甲胴人の沽剛の

内容等を明らかに
する次のいずれか
の資料
ｱ・労働契約を締劇
する増合は､労働
基準法15条1項及
び同法施行規則5
条に基づき､労働
者に交付される労
鋤墨件穿明示す墨

ゴ
出
離

日 ウ外国匪人内の旧

る 本支店に転勤する
外 塙合及び会社以例
就 の団体の役員に劇
自 任する場合は､地
用 位(担当粟務)､期
る 間及び支払われ愚
こ 籾酬顔を明らかに
女 する所厘団健の文

蕊
31-23

ロ 畔
■
ゆ 立、 ’ 魅

上配a いず h,かに鮫当することを： ’ 馳可 る資料



第1
(骸当範囲）

続き

ア源泉徴収の免
除を受ける機関
の場合

外国法人の源
泉徴収に対する
免除鉦明書その
他の源泉徴収を
要しないことを明
らかにする資料
イ上配アを除く
機関の場合
(ア） 給与支払い
事務所等の開
設届出書の写
し

(イ） 次のいずれ） 次のいずれ
かの文書

a直近3か月
分の給与所
得･退職所得
等の所得税徴
収高計算書
（領収日付印
のあるものの
写し） 。

b納期の特例
を受けている
場合は､その
承浬を受けて
いることを明ら
かにする資料

31-24



により判断す諏
詮
により判断篇2(基準）

1 る。

イ転勤前に勤務し
ていた事業所と転
勤後の事某所の関
係を示す次のいず
れかの資料

(ア） 同一の法人
内の転勤の墹
合は､外国法人
の支店の登配
事項歴明書等
当鮫外国法人
が日本に事集
所を有すること
を明らかにする
資料

イ転勤前に勤務し
ていた事案所と転
勤後の事業所の関
係を示す次のいず
れかの資料

(ア） 同一の法人
内の転勤の塙
合は､外国法人
の支店の登肥
事項鉦明香等
当該外国法人
が日本に事集
所を有すること
を明らかにする
資料

31-25
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訴
を
る
咳
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即
蛎
砥

31-26

第2(基準）
2

申鯖香により判断す
る ◎

申購書により判断す
る ｡

次の資料により判断す
る 0

①申購書
②骸当範囲の②の
資料

次の資料により判断す
る ｡

①申騎書
②鮫当範囲の②の
資料



一研究一【在留期間更新許可申錆の場合】

八

31-27

カテゴリー1
1

1 ロテゴリー2 ． ”丁型引 '－3 カテゴ’ ー。 ト ．

区分
(申購人）

①日本の証券取引所
に上場している企業

②保険業を営む相互
会社
③日本又は外国の
国･地方公共団体

④独立行政法人
⑤特殊法人･浬可法
人

⑥日本の国･地方公
共団体誕可の公益
法人

⑦法人税法別表第1
に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中欄イ又は口に
掲げる企集等(ｲノ
ペーション創出企
業）

⑨一定の条件を満た
す企業等(※）

｜

’

①前年分の給与所得
の源泉徴収票等の
法定鯛害合計表
中､給与所得の源
泉徴収票合計表の
源泉徴収額が1，
0”万円以上ある団

体･個人

､の

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申購を行うことを希
鼠し､カテゴリー審
査に係る資料を提
出した上‘在留申請
オンラインシステム
の利用申出が承麗
された機関

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
鯛書合計表が提出さ
れた団体･個人(ｶテゴ
リー2を除く｡）

左のいずれにも鮫当し
ない団体･個人

1 E
■
■ 立醒 匿料;．

上1 eのいずれズ ､に該当することを明I >かにする賀料

第1
(骸当範囲）
第2(基準）

申鯖書により判断す
る ｡ ’

’

甲ロ円ロ1－αソ冠囚I了

る ｡

鋲”真狩0－隼ツ荊画ツ

る ｡

①申鯖書－．
②住民税の課税(又
は非課税)証明書
及び納税鉦明書

次の資料により判断す
る ｡

①申購書
②住民税の陳税(又
は非課税)匪明書
及び納税征明害



【在留資格決定の場合】 一教育一

31-28

痴 テ呂 リー1 カテゴリー2 カテ ｢リー3
区分

(申鯖人）
小
学
学

学校､中学校､騒務教育
交､高等学校､中等教育
交､特別支援学校に常勤
肋務する場合

左記以外の教育機関に常
勤で勤務する場合

うF稲馴で剛鰯V~勺璃首

日 畔 市町壷ヨ

第1
(骸当範囲）

申請書により判断する。

）

次の資料により判断する。

①申鯖書
②申鯖人の活動の内容
等を明らかにする次のい
ずれかの資料 。
ア労働契約を締結する
場合は､労働基準法
15条1項及び同法施
行規則5条に基づき、
労働者に交付される労
働条件を明示する文
書

イ雇用以外の契約に
基づいて業務に従事
する場合は､業務従事
に係る契約書(複数の
機関との契約に基づい
て業務に従事する場
合は､そのすべての機
関との間の契約書)の
写し

③勤務先等の沿革､役
員､組織､事業内容等が
詳細に記戦された案内書
その他の勤務先等の作
成した文書又は登肥事項
証明書

次の資料により判断する。

①．申鯖書
②申購人の活動の内容
等を明らかにする次のい
ずれかの資料
ア労働契約を締結する
場合は､労働基準法
15条1項及び同法施
行規則5条に基づき、
労働者に交付される労
働条件を明示する文
書 ’

イ雇用以外の契約に
基づいて業務に従事
する場合は､業務従事
に係る契約害(複数の
機関との契約に基づい
て業務に従事する場
合は､そのすぺての機
関との間の契約書)の
写し

③勤務先等の沿革､役
員､組織､事業内容等が
鮮細に記戦された案内書
その他の勤務先等の作
成した文書又は登記事項
証明書
④勤務する機関の直近
の年度の決算文書の写
し｡新規事業の場合は事
業計画書

第2(基準）
1（1）(2)

2(1）

次の資料により判断する。

①申鯖書
②関連する職務に従事し
た機関並びに活動の内
容及び期間を明示した履
歴害
③学歴又は職歴等を胚
する次のいずれかの文
害

ア大学等の卒集証明
書､これと同等以上の
教育を受けたことを証
する文書又は専門士
若しくは高度専門士の
称号を付与されたこと
を証する文書

次の資料により判断する。

①申謂害
②関連する職務に従事し
た機関並びに活動の内
容及び期間を明示した履
歴書
③学歴又は職歴等を胚
する次のいずれかの文
書
ア大学等の卒業征明
書､これと同等以上の
教育を受けたことを証
する文書又は専門士
若しくは高度専門士の
称号を付与されたこと
を証する文書



－救育一【在留期間更新許可申鯖の場合】

(注） 『常勤で勤務する｣とは､常勤で教育機関に勤務していれば足り､救育機関と直接(雇用)契約
を結んだ上で､.｢常勤の職員として勤務する』ことまで求める規定ではない｡そのため､小学校、
中学校､稜務教育学校､高等学校､中等教育学校､特別支援学校において､｢常勤で勤務す
る｣場合､派遣会社との契約に基づくものであっても､カテゴリー1に骸当する。

31-29

第2(基準）
1（1）(2)
2(1)

続き

イ免許証等資格を有

することを証明する文
書の写し
ウ外国寵を教育しよう
とする者は､当鮫外国
鱈により12年以上教育
を受けたことを証する
文害
エ外国鰭以外の科目
を教育しようとする者
は､当該科目の教育に
ついて5年以上従事し
た実務経験を証する文
毒

イ免許証等資格を有

することを胚明する文
書の写し

ウ外国鱈を教育しよう
とする者は､当鮫外国
語により12年以上教育
を受けたことを証する
･文害
エ外国篭以外の科目
を教育しようとする者
は､当該科目の教育に
ついて5年以上従事し
た実務経験を胚する文
客

第2(基準）
1(3)

2(2)

申舗害により判断する。 次の質料により判欧すゐ。

①申鯖書
②該当範囲の②の資料

次の資料により判断する。

①申鯖書
②該当範囲の②の資料

… 1． －1 ､力君 j－2 麺狙切一一回

区分

(申購人）
小学校､中学校､硬務赦育

学校､高等学校､中等教育
学校､特別支援学校に常勤
で軸鋸する埠合

左記以外の教育機関に常

勤で勤務する場合
非濡即で釦猫可勺羽音

■
F

D ＊ 市歴電嗣
賑寸墨一 次の普錘に上り製l断する公

第1

(該当範囲）
第2
(基準）

申講書により判断する。 …シ基祠B一一~クー『石茸Uグ ー守口

①申鯖書
②住民税の課税(又は非
課税)胚明書及び納税鉦
明害
③雇用以外の契約に基
づいて業務に従事する場
合は､業務従事に係る契
約書(複数の機関との契
約に基づいて業務に従事
する場合は､そのすべて
の機関との間の契約書）
の写し

章もー‐一勺■甲一一一ヶ■■ー甲ケーマ

①申鯖書
②住民税の課税(又は非
課税)鉦明害及び納税証
明書
③雇用以外の契約に基
づいて業務に従事する場
合は､業務従事に係る契
約書(複数の機関との契
約に基づいて業務に従事
する場合は､そのすべて
の機関との間の契約書）
の写し



【在留資格決定の場合】 一技術･人文知織･国際業務一

31-30

細丁ゴザーロ ~〃。”一色 ”丁ご日 '－3 幻万一リー4
区分
(申諸人）

①日本の証券取引所
に上喝している企第

②保険業を営む相互
会社

③日本又は外国の国‘
地方公共団体

④独立行政法人
⑤特殊法人･麗可法人

⑥日本の国･地方公共
団体認可の公益法
人

⑳法人税法別表第1
に掲げる公共法人

③高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中棚ｲ又は口に
掲げる企業等(イノ
ペーション創出企
業）

，一定の条件を満た
す企業等(※）

①前年分の給与所得
の源泉徴収票等の
法定鯛書合計表
中､給与所得の源
泉徴収票合計表の
源泉徴収額が1，
000万円以上ある団
体･個人

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申請を行うことを希
望し､カテゴリー審
査に係る資料を提
出した上､在留申謂
オンラインシステム

の利用申出が承麗
された機関

3｢留学｣からの在留
資格変更であって次
のいずれかに骸当
する者
a本邦の大学院、
大学又は短大卒業
(予定)者
b海外の優秀大学
卒業者(3つの世界
ランキング中､2つ
以上で上位300位
にランクインしてい
る外国の大学が対
象）
c「留学｣から競労
資格に変更して就
労し､その後当該所
属機関において在
留期間更新した者を
現に受け入れてい
る機関において就
労する者

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
鯛書合計表が提出さ
れた団体･個人(カテコ
リー2を除く｡）

左のいずれにも該当し
ない団体･個人



①申諮書 ①
②申購人の活動の②
内容等を明らかに
する次のいずれか
の資料
ア労働契約を締結
する場合は､労働
基準法15条1項及
び同法施行規則5
条に基づき､労働
者に交付される労
働条件を明示する

， 寺垂

甲胴人の沽勤の

内容等を明らかに
する次のいずれか
の資料
ア労働契約を締解
する場合は､労働
基準法15条1項及
び同法施行規則5
条に基づき､労働
者に交付される労
働桑件客明示す農

函
御
調
醗
執
錨
郵
評

会
す
園
の
酬
総
四

久
侵
は
妙

孟
役
合
宅

籾
“
ｇ
鯛
ｗ
黒

轡

31-31

ロ 【
■
■ 巫皿童盟

上記のいす f 'かに骸当す愚 －ど置巫 鉦す -る資料



ー

第1
(該当範囲）

続き

『

31-32



次の により判闘す'評鯛により判断る
により判断

雫率W書により判鰯
■
■
阻
◎

中
一
念

※専門学校を卒業し
専門士又は高度専門
士の称号を取得した者
については､専門士又
は高度専門士の称号
を付与されたことを証
する文書

31-33



I

31-34

第2(基準）
2(1）

申謂書により判断す
る ロ

※専門学校を卒業し
専門士又は高度専門
士の称号を取得した者
については､専門士又
は高度専門士の称号
を付与されたことを証
する文書

申鯖害により判断す
る ◎

※専門学校を卒業し
専門士又は高度専門
士の称号を取得した者
については､専門士又
は高度専門士の称号
を付与されたことを証
する文書

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖書
②申鯖人が従事す
る業務の内容を詳
細に説明する勤務
先の文書

③当該業務の過去
1年間の実績
ただし新規業務の
場合は今後1年間
の見込みを明らか
にする資料

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖書
②申購人が従事する
業務の内容を詳細
に醜明する勤務先
の文書

③当該業務の過去
1年間の実績
ただし新規業務の
場合は今後1年間
の見込みを明らか
にする資料

第2(基準）
2(2）

申謂書により判断す
る 0

申鯖書により判断す
る 。

次の資料により判断す
る ｡

①申請書
②関連する業務に
ついて3年以上の経
験を明らかにする資
料｡ただし書きの適
用を受ける者は大
学の卒業証明書

次の資料により判断す
る ⑥

①申請書
②関連する業務に
ついて3年以上の経
験を明らかにする資
料｡ただし書きの適
用を受ける者は大
学の卒業証明書

第3(基準） 申謂書により判断す
る 、

申請書により判断す
る ｡

次の資料により判断す
る ⑨

①申請密
②該当範囲の②の
資料

次の資料により判断す
る 。

①申鯖書
②該当範囲の②の
資料



－技術･人文知繊･国際業務一【在留期間更新許可申鯖の場合】

31-35

・ 如丁一浬一ロ “万一弓 '－2 カテゴリー3 力』 出ゴリー4

区分
(申鯖人）

①日本の胚券取引所
に上場している企業

②保険業を営む相互
会社
③日本又は外国の国｡
地方公共団体

④独立行政法人
⑤特殊法人･麗可法人

⑥日本の国･地方公共
団体麗可の公益法
人

⑦法人税法別表第1
に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中欄イ又は口に
掲げる企業等(イノ
ペーション創出企
業）

⑨一定の条件を満た
す企業等(※）

①前年分の給与所得
の源泉徴収票等の
法定調書合計表
中､給与所得の源
泉徴収票合計表の
源泉徴収額が1，
000万円以上ある団

体･個人

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申鯖を行うことを希
望し､カテゴリー審
査に係る資料を提
出した上､在留申請
オンラインシステム
の利用申出が承腿
された機関

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
鯛書合計表が提出さ
れた団体･個人(ｶテゴ
リー2を除く｡）

左のいずれにも該当し

ない団体･個人

ロ畦
ロ
■

■

■ h耐 ト

上記のいすオ ,かに該当することを』 【証する資料

第1

(該当範囲）
第2(基準）

申語書により判断す
る 0

申鯖書により判断す
る 。

次の資料により判断す

る ｡

①申鯖書
②住民税の謀税(又
は非課税)鉦明書及
び納税胚明書
③職務内容に変更
があった場合には、
変更後の職務内容
に係る業務の内容
を詳細に説明する
勤務先の文書

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖書
②住民税の課税(又
は非課税)証明書及
び納税鉦明書

③職務内容に変更
・があった場合には、
変更後の職務内容
に係る業務の内容
を詳細に脱明する
勤務先の文書



【在留資格決定の場合】 一企業内転勤一

31-36

力罷 リー1 カテ： 『リー2 l矛 リー3 カテゴリー4

区分

(申鯖人）
①日本の睡券取引所
に上増している企
業

②保険集を営む相互
会社
③日本又は外国の
国･地方公共団体

④独立行政法人
⑤特殊法人･麗可法
人

⑥日本の国･地方公
共団体膨可の公益
法人 ．

⑦法人税法別表第1
に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中棚イ又は口に
掲げる企菜等(ｲノ
ペーション創出企
巣） ‘

⑨一定の条件を満た
す企集等(※）

①前年分の給与所得
､の源泉徴収票等の
法定鯛書合計表
中､給与所得の源
泉徴収票合針表の
源泉徴収額が1，
0"万円以上ある団
体･個人

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申鯖を行うことを希
望し､カテゴリー審
査に係る資料を提
出した上､在留申鯛
オンラインシステム

の利用申出が承麗
された機関

前
源

鯛

年1
泉1
書

､の

【収
画計

I与所得の
I等の法定
墨が提出さ

れた団体･個人(ｶテ
ゴリー2を除く｡）

左のいずれにも該当し
ない団体･個人

'

要件 ロ 砥
鋤

■串

上配のいず 礼かに鮫当するこ‘
■
ｄ
Ｉ

ｐ
ｐ 鉦1 る資料



醜要員会が設
置されている
会社にあって
は同委員会の
蟻事録)の写
し

(イ） 会社以外の
団体の場合
は､地位(担当
業務)､期間及
び支払われる
報酬額を明ら
かにする所属
団体の文書

）転勤前に勤務し
ていた事業所と転
勤後の事業所の関
係を示す次のいず
れかの資料
ア同一の法人内
の転勤の場合
は､外国法人の
支店の登配事項
胚明書等当該法
人が日本に事業
所を有することを
明らかにする資
料
イ 日本法人への
出向の場合は、
当該日本法人と
出向元の外国法
人との出資関係
を明らかにする
資料
ウ日本に事業所
を有する外国法
人への出向の場
合は､当骸外国
法人の支店の登
記事項柾明書等
当該外国法人が
日本に事菜所を
有することを明ら
かにする資料及
び当鮫外国法人
と出向元の法人
との資本関係を
明らかにする資
料
D勤務先等の沿
革､役員､組織､事
集内容(主要取引
先と取引実績を含
む｡)等が詳細に配
戦された案内書そ
の他の勤務先等の
作成した文書又は
登妃事項鉦明書

酬委員会が設
匿されている
会社にあって
は同婁員会の
艤事録)の写
し

（ｲ） 会社以外の
団体の場合
は､地位(担当
業務)､期間及
び支払われる
報酬額を明ら
かにする所属
団体の文書

D転勤前に勤務し
ていた事業所と転
勤後の事業所の関
係を示す次のいず
れかの資料
ア同一の法人内
の転勤の珊合
は､外国法人の
支店の登記事項
歴明書等当該法
人が日本に事業
所を有することを
明らかにする資
料
イ 日本法人への
出向の場合は、
当該日本法人と
出向元の外国法
人との出資関係
を明らかにする
資料
ウ日本に事業所
を有する外国法
人への出向の場
合は､当該外国
法人の支店の登
配事項歴明書等
当該外国法人が
日本に事業所を
有することを明ら
かにする資料及
び当骸外国法人
と出向元の法人
との資本関係を
明らかにする資
料
，勤務先等の沿
革､役員､組織､事
菜内容(主要取引
先と取引実績を含
む｡)等が詳細に配

載された案内書そ
の他の勤務先等の
作成した文書又は
登肥事項歴明書
，直近の年度の決
算文害の写し

第1
(該当範囲）

続き

ノ

⑤直近の年度の決
算文書の写し

31-37



⑤前年分の職員の

給与所得の源泉闘
収累等の法定溺魯
合計義を提出でき
ない理由を明らか
にする次のいずれ
かの資料
ア源泉徴収の負
除を受ける機関
の塙合

外国法人の崩
泉徴収に対する
免除歴明書そα
他の源泉徴収を
要しないことを印
屋台､』P寺塁審蝿

次のい可言れ

かの文書
直近3か月
分の給与所
得･退職所得
等の所得税魯
収高計算書
頼収日付印
のあるものの
写し）

納期の特例
を受けている
邑会l士一子の

31-38

第2(基準）
1

申胴書により判断す
る ｡

甲鯛香により判断す
る ●

60

次の資料により判断
する。
①申蹟書
②関連する業務に
従事した機関及び
内容並びに期間を
明示した履歴轡

③過去1年間に従事
した業務内容及び
地位､報剛を明示し
た転勤の直前に勤
務した外国の機関
(転勤の直前1年以
内に申鯖人が企業
内転勤の在留資格
をもって本邦に在留
していた期間がある
堰合には､当該期
間に勤務していた．
本邦の機関を含
む｡)の文書

次の資料により判断
する 0
①申鯖書
②関連する業務に
従事した掻関及び
内容並びに期間を
明示した履歴書
③過去1年間に従事
した乗務内容及び
地位､報酬を明示し
た転勤の直前に勤
務した外国の樋関
(転勤の直前1年以
内に申鯖人が企業
内転勤の在留資格
をもって本邦に在留
していた期間がある
塙合には､当鮫期
間に勤務していた
本邦の機関を含
む｡)の文書

第2(基準）
2

申舗書により判断す
る ｡

申鯖書により判断す
る ｡

次の資料により判断
する。

①申鯖害
②酸当範囲の②の
資料

次の賢料により判断
する。
①申鯛書
②蝕当範囲の②の
資料



一企業内転勤一【在留期間更新許可申鯖の増合】

、

31-39

麺丁琶,惣一ロ ”丁~-局 1－2
ー

前年
Ⅱ■

リデゴリー3 カテゴリー ト

区分
(申鯖人）

①日本の証券取引所
に上場している企
業

②保険業を営む相互
会社

③日本又は外国の
国･地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人･麗可法
人

⑥日本の国･地方公
共団体麗可の公益
法人

⑦法人税法別表第1
に掲げる公共法人

⑧高度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中欄イ又は口に
掲げる企業等(イノ
ベーション創出企
業）

⑨一定の条件を満た
す企業等(※）

… 回0』手夕』マク…－すログU ■叩

の源泉徴収票等の
法定鯛書合計表
中､給与所得の源
泉徴収票合計表の
源泉徴収額が1，
"O万円以上ある団
体･個人

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申購を行うことを希
望し､カテゴリー審
査に係る資料を提
出した上､在留申鯖
オンラインシステム
の利用申出が承麗
された機関

分の給与所待の

源泉徴収票等の法定
調書合計衷が提出さ
れた団体･個人(カテ
ゴリー2を除く｡）

左のいずれにも顔当し

ない団体･個人

要件 壷 2…

二肥のいずオLかに該当9 rること
ｊ
４

Ｉ
Ｄ
Ｆ Z証する資I 9

・ 第1

(該当箱囲）
第2(基準）

申鯖書により判断す
る ⑥

申請

る。
香により判断す 次の資料により判断

する。

①申購書
②住民税の課税
(又は非牒税)証明
書及び納税証明書

次の資料により判断

する。

①申蹟書 ．
②住民税の課税
(又は非課税)鉦明
書及び納税証明書



【在留資格決定の場合】 －介態一

【在留期間更新許可申請の場合】 一介護一

31=40

要件 壷癖 ロ
函
咽
ロ
ヨ 3

第1(該当範囲） 次の貫料により判断する。

①申鯖書
②申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
ア労働契約を締結する場合は､労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に
基づき､労働者に交付される労働条件を明示する文書

イ雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合は､業務従事に係る契約書
（複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は､その全ての機関と
の間の契約書の写し

③勤務先の事業内容､設立等に係る許可又は指定を受けた年月日等が明記さ
れている案内書
④介護福祉士登録証の写し

第2(基準） 次の質料により判断すゐ。

①申請書
②本邦の介瞳福祉士養成施設の卒業証明書
③ 該当範囲の②の資料

、

要#
■

■ 亜歴萱料

第1(該当範囲）

第2(基準）
次の貿料により判断する。

①申購害
②住民税の課税(又は非課税)歴明書及び納税歴明書



一技能一【在留寅格決定の場合】

0

口卒猛人でめ

る会社の役貝に
就任する場合
|ま､役員穏副を
定める定軟の写
し又は役貝頼圏
を決職した株主
健会の園事録
(報薗委員会が
股■されている全
社にあっては同
婁員会の臓事
配1の丑l‐

』

31割1

区分

(申鯛人）

…弓
－勺

⑩圓不の阯秀取引町

・に上場している企集

②保険巣を営む相互
会社
③日本又は外国の国。
地方公共団体
④致立行政法人

⑤特殊法人･鯉可法人

⑤日本の国･地方公共
団体浬可の公益法
人

⑦鑑人税法別表第1
に掲げる公共法人

⑧富度専門職省令第
一条第一項各号の
辰の特別加算の項
の中欄ｲ又は口に
掲げる企集等(ｲノ
べｰｼｮﾝ創出企
集）

⑨－定の粂件を満た
す企栗専(※）

,…I 1－里
ー

二
《

”、u十刃 W函苛”0両

の源泉徴収票等の
途定飼害合計展
中､給与所得の源
泉徴収票合計嚢の
源泉微収額が1，
C”万円以上ある団
体･個人

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申繍を行うことを希
望し､カテゴリー密
壷に係る資料を提
出した上､在留申鯖
オンラインシステム
の利用申出が承麗
された機関

…u－3

前年分の給与所得の
源泉徴収票等の法定
虜害合計表が提出さ
れた団体･個人(ｶﾃｺﾞ
リー2を除く｡）

力 間ゴリ尋

左のいずれにも醸当し

ない団体･個人

専倖 立■ ■§
ｌ
卜

上堕のいず 札かに睦当す墨星と塞立鐸 回亘＝



第1
(蝕当範囲）

続き

31-42



31-43

第2(基準）
1(1)

【ｺｯｸ】

ｃ
ｑ
Ｔ
ｖ

次の資料により判断す

る ●

①申購書
②申鯖に係る技能を
要する集務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
団匪客

次の資料により判断す

る．

⑩申購害
②申鯖に係る技館を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
■腰客

次の貴料により籾断す
る ｡

①申鴎害‘
②申鯖に係る技能を
要する集務に従事じ
た機関及び内密並
ぴに期間を明示した

屈歴毎
③所風していた樋関
からの在咀鉦明谷
(所属機関の名称、
所在地及び電騒番
号が妃鮫されている
ものに限る.)等で、
申購に係る技能を
要する集溺に従事し
た鯛間を皿する文■
(外国の救育槻関に
おいて当蝕薬溺に
係る科目を専攻した
期間を含む.）

④公的機関が発行
する鉦明魯がある
塙合は､当鮫鉦明
書の写し(中国人の
場合は戸口鱒及び
職業資格歴明書】

次の資料により判断す

る ●

⑩申鯖害
②申鯛に係る技飽を
要する集務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴魯

⑳所属していた機関
からの在聴証明書
(所属犠関の名称、
所在地及び遍騒番
号が記鮫されている
ものに限る.)等で
申鯖に係る技能を

、

要する集務に従事し
た期間を歴する文智
(外国の救育機関に
おいて当験乗務に
係る科目を専攻した
期間を含む｡）

④公的樋関が発行
する証明書がある
場合は､当鮫鉦明
客の写し(中国人の
堀合は戸口簿及び
■集資格鉦明書）

第2(轟早）
1(2)

【ﾀｲ料理
人】

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖書
②申鯖に係る技能を
要する集務に従事し
た纏凹蚤ぴ内容並
びに期間を明示した
履歴害

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖害
②申鯖に係る技飽を
要する集務に従事し
た機関及び内容並
びに期問を明示した
画醗写

次の資料により判断す
る ｡

⑩申蘭書
②申購に係る技能を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
風医書

③タイ料理人として5
年以上の実務経験
を征する文書(ﾀイ
労働省が艶行する夕
イ料理人としての技
能水皐に関する腿
明害を取得するため
の要件を漕たすた
めに敦育機関にお
いて救育を受けた期
間を含む.）

④初級以上のﾀｲ料
理人としての技館水
準に関する旺明害

⑤申麟を行った日の
直前の1年の期間
に､タイにおいてタイ
料理人として妥当な
報酬を受けていたこ
とを腔する文魯

次の貴料により判断す

る ●

、申鯖害
⑳申爾に係る技能を
要する集務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
四陣＝

⑳タイ料理人として5
年以上の実務経験
を胚する文書(ﾀイ
労働省が発行するタ
イ料理人としての技
能水準に関する柾
明書を取得するた劫
の要件を渦たすた
めに軟育樋関にお
いて敷育を受けた糊
間を含む｡）

④初級以上のﾀｲ料
理人としての技能水
準に関する胚明香

⑤申臓を行った日の
直薊の1年の期間
に､タイにおいてタイ
料理人として妥当な
報働を受けていたこ
とを柾する文書



31-44

ノ

第2(基準）
2

【建篭技術者】

次の資料により判断す
る ●

①申鯖書
②申購に係る技能を
要する粟覇に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
函廃毒

次の賢料により判断す
る ●

①申騰書 ’
②申麟に係る技能を
要する集務に従事し
た機関及び内容並‘
びに期間を明示した
固歴害

次の資料により判断す
る ● ．

①申鯖書
②申賄に係る技能を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
■歴客

③所夙していた機関
からの在職証明書
(所凪機関の名称、
所在地及び電話番
号が紀載されている
ものに限る.)等で、
申麟に係る技能を
要する栗務に従事し
た期間を陸する文書
(外国の救育機関に
おいて当鮫業務に
係る科目を専攻した
期間を含む.）

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖書
②申鯖に係る技能を
要する菜務

・ た鐘囲及び侭欝
ぴに期間を明示した
履歴害

③所属していた犠関
からの在職鉦明客
(所属侭関の名称、
爾在地及び電騒番
号が記戦されている

ものに限る.)等で、
申鯖に係る技能を
要する集務に従事し
た期間を証する文■
(外国の軟育樋関に
おいて当蝕集務に
係る科目を専攻した
期問を含む.）

第2(基準）
3

【外国特有製
品】

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖谷
②申鯖に係る技能を
要する巣覇に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴書

次の資料により判断す
る⑨．

①申繍書
②申鯖に係る技能を
要する案務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴香

次の資料により判断す
る ●

①申研魯
②申鯖に係る技能を
要する案務に従事し
た機閣及び内容並
びに期間を明示した
履歴香

③所属していた機関
からの在職証明書
(所属機関の名称、
所在地及び電騒番
号が肥載されている
ものに限る｡)等で、
申臓に係る技能を
要する察務に従事し
た期間を鉦する文書
(外国の教育機関に
当
目
て
科
い
る
お
係 溌
期間を含む.〉

に

した

次の資料により判断す
る●

①申鯖書
②申鯖に係る技侭を
要する粟務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴害

③所且していた樋関
からの在職歴明害
（所属機関の名称、
所在地及び電膳番
号が記軟されている
ものに限る｡)等で、
申麟に係る技飽を
要する粟覇に従事し
た期間を歴する文■
《外国の教育機関に
おいて当殿案密に．
係る科目を専攻した
期間を含む.）



31-45

L

篤2(基準）
4

【宝石･負金
風･毛皮】

次の貢科により判町丁

る●

①申砿書
②申鯖に係る技能を
要する集務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
田藤巷

次の資料により判断す
る ●

①申鯖書
②申鮪に係る技能を
要する業溌に従事し
た轡閣及び内容並
びに期間を明示した
阻歴香

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖害
②申鯖に係る技能を
要する集溺に従事し
た機関及び内専並
びに期間を明示した
四麻垂

③所■していた機関
からの在庫柾明害
(所風檀関の名称、
所在地及び甸話番
号が配鮫されている
ものに限る.)等で、
申購に係る技能を
要する集務に従事し
た期間を証する文宿
(外国の軟育機関に
おいて当麟集澗に
係る科目を専攻した
期間を含む.）

次の資料により判断す
る ●

①申鯖書
②申鯖に係る技能を
要する乗務に従事し
た瞳凹及び内容並
びに期間を明示した
履歴香

③所夙していた樋関
からの在職証明書
(所属機関の名称、
所在地及び電騒番
号が配敏されている
ものに限る｡)等で、
申鴎に係る技能を
要する粟務に従事し
た期間を胚する文■
(外国の敦育機関に
おいて当該集務に
係る科目を専攻した
期間を含む｡）

策2(基準）
6

【圏敏】

次の貴料により籾断す

る●

①申蔵書
② 申鯖に係る技能を
要する集務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
函藤巻

次の資料により判断す
る ●

①申鯖害
②申陽に係る技箆を
要する集務に従事し
た犠関及び内容並
びに朔間を明示した
屈歴書

張W只痴ロー季秒洞口0万

る 、

①申鯖書
②申蹄に係る技能を
要する象務に従事し
た楼囮及び内容並
ぴに期間を明示した
履歴害

③所瓜していた機関
からの在轍鉦明害
(所風機関の名称、
所在地及び電話番
号が配載されている
ものに限る.)等で、
申爾に係る技飽を
要する察溺に従事し
た期間を厘する文a
(外国の軟育機関に
おいて当蝕集務に
係る科目を専攻した
期間を含む｡）

次の資料により判断す
る ●

①申厨害
②申麟に係る技能を
要する乗務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
■雁室

③所属していた機関
からの在職証明書
(所■犠関の名称、
所在地及び電匿番
号が配載されている
ものに限る.)等で、
申購に係る技能を
要する集務に従事し
た期間を鉦する文a
(外国の教育犠関に
おいて当該案務に
係る科目を専攻した
期間を含む｡）
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第2(基準）
6

【海底掘削】

次の資料により判断す
る ●

①申鯛書
②申鯖に係る技能を
要する巣務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
圃歴轡

次の資料により判断す
る ●

①申繍書
②申頗に係る技能を
要する巣務に従事L
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴書

次の貴料により判断す
る ●

①申鯖書
②申鯖に係る技能を
・要する集務に従事し
た機関及び内容並
ぴに期間を明示した
履歴害

③所凪していた機関
からの在職鉦明害
(所■機関の名称、
所在地及び画騒番
号が配鮫されている
ものに限る.)等で、
申鯖に係る技能を
要する巣務に従事し
た期間を圧する文書
(外国の軟育機関に
おいて当麟業務に
係る科目を専攻した
期間を含む｡）

丞叩亘将Iこぶツ判町丁

る ●

①申繍書
②申蘭に係る技飽を
要する業務に従事し
た磯関及び内容並
びに期間を明示した
函藤室

③所屈していた犠関
からの在轍旺明轡
(所屈機関の名称、
所在地及び電鱈番
号が紀飯されている
ものに限る.)等で、
申鯖に係る技龍を
要する集務に従事し
た期間を鉦する文宿
(外国の教育機間に
おいて当鮫栗務に
係る科目を専攻した
期間を含む.）

第2(基準）
7 ．

－℃

【バｲﾛｯﾄ】

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖香

②申購に係る技能を
要する業務に従事し
た樋関及び内容並
びに鰯間を明示した
履歴害

次の資料により判断す
る ●

①申飼書
②申鯖に係る技能を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴書

次の資料により判断す
る．

①申鮪書
②申鯖に係る技能を
要する集務に従事し
た機関及び内容並．
ぴに期間を明示した
圃歴客．

③250時間以上の飛
行経歴を脛する所
因纏閣の文書

次の資料により判断す
る ●

①申鱒書
②申鯛に係る技能を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
塵藤色

③2釦時間以上の飛
行経顧毒鉦する所
屡撰閏の文香



0
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露2(基準）
8

【スポー
・尋】
ツ楯

醒”貢稠1－串ツ荊再Iツ

る ｡

①申筋書
②申鯖に係る技能を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴書

次の質料により判断す

る ｡

①申鯖害
②申鯖に係る技能を
要する案務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴書

次の資料により判断す
る ｡

①申鯖害
②申鯖に係る技能を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
履歴書
③次のいずれかの文害
アスポーツの指
導に係る実務に
従事していたこと
を証するもの(外
国の教育機関に
おいて当麟ス
ポーツの指導に
係る科目を専攻し
た期間及び報酬
を受けて当麟ス
ポーツに従事して
いた期間を合
む｡）

イ週手としてオIノ
ンピｯｸ大会､世
界選手権大会そ
の他国隠的な勉
技会に出場したこ
とを鉦する資料

次の貴料により判断す
る ●

⑩申朗書
②申舗に係る技能を
要する乗漉に従事し
た機関及び内容並
ぴに期間を明示した
画雇書
③次のいずれかの文書
アスポーツの指
導に係る実務に
従事していたこと
を証するもの(外
国の教育機関に
おいて当鮫ス
ポーツの指導に
係る科目を専攻し
た期間及び報酬
を受けて当鮫ス
ポーツに従事して
いた期間を合
む｡）

イ選手としてオリ
ンピｯｸ大会､世
界選手権大会そ
の他国際的な餓
技会に出場したこ
とを鉦する資料
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第2(基単）
9

【ソムリエ】

次の資料により料断す

る
①
｡

申鯛害
②申硝に係る技能を
要する業務に従事し
た機関及び内容並
びに期間を明示した
囲腰巻

次の資料により判断す
る ●

①申鯖書
②申鯖に係る技能を
要する業務に従事L
た機関及び内容並
びに期間を明示した
圃歴巻

次の貢料により判断す
る ●

①申鯖書
②申鯖に係る技能を
要する業務に従事L
た犠関及び内容並
びに期間を明示した
屈歴書 ．

③在職胚明書(所属
していた機関の名
称､所在地､及び電
鯖番号が肥敏され
ているものに限る.）
でぶどう藩の品質の
鑑定評価及び保持
並びにぶどう酒の提
供(以下｢ワイン鑑
定等｣という.)につ
いての実務経験を
鉦する資料(外国の
敦育犠関において
ワイン鑑定等に係る
科目を専攻した期間
を含む｡）

④次のア若しくはイ
の資料又はア若しく
はｲの資料を所持し
ない者はウの資料

アワｲﾝ鑑定等に
係る技能に関す
る国瞭的な規模
で開催される蚊
技会(以下｢国隙
ソムリエコンクー
ル｣という.)にお
いて優秀な成絞
を証する資料

イ国際ｿムリエコ
ンクールにおいて

国の代表となった
ことを鰹する資料
(出場者が－国に
つき一名に制限さ
れているものに限
る｡）

ウワイン鑑定癖に
係る技能に関して
図《外国を含
む｡)若しくは地
方公共団体(外
国の地方公共団
体を含む.)又は
これらに単ずる公
私の纏関が麗定
する資格で法務
大臣が告示をもっ
て定めるものを有
することを鉦明す
る文書の写し

次の貢料により判断す

る ｡

①申鯖害．
②申鯖に係る技能を
要する業務に従事L
た機関及び内容並
びに期間を明示した
固庶害

③在職鉦明香(所屈
していた機関の名
称､所在地､及び電
鯖番号が配鮫され
ているものに限る｡）
でぶどう酒の品質の
鑑定評価及び保持
並びにぶどう酒の捜
供(以下『ﾜｲﾝ鰭
定等｣という｡)につ
いての実務経験を
鉦する資料(外国の
数育機関において

ﾜｲﾝ鑑定等に係る
科目を専攻した期間
を含む｡）

④次のア若しくはイ
の資料又はア若しく
はｲの資料を所持し
ない者はウの資料

アワｲﾝ鑑定等に
係る技能に関す
る国際的な規模
で開催される餓

技会(以下｢国際
ソムリエコンクー
ル』という.)にお
いて優秀な成績
を証する資料

イ国醗ｿムリエコ
ンクールにおいて
国の代表となった
ことを証する資料
(出場者が－国に
つき一名に制限さ
れているものに限
る｡）

ウワイン鑑定等に
係る技能に関して
国(外国を含
む.)若しくは地
方公共団体(外
国の地方公共団
体を含む｡)又は
これらに単ずる公
私の機関が鯉定
する資格で法務
大臣が告示をもっ
て定めるものを有
することを狂明す
る文害の写し



－技能一【在留期間更新許可申購の場合】

が生醒垂掘

昌l要1-浬壷

●

“康経営優良法人
⑨地域未来牽引企案
⑩空港管理規則に基づく第一麺構内営案者又は第二頚構内営集者〆
⑪内部通箱制度麗鉦(自己適合宣甘登録闇度)登録事象者

一

31認9

”
ｂ
５
ｊ
－1 力壼叩－2 '銅u電 、…岨→

区分
(申鯖人）

U日本の証券取引所
に上場している企業

②保険業を営む相互
会社
③日本又は外国の国。
地方公共団体
④独立行政法人

⑤特殊法人･浬可法人

⑥日本の国･地方公共
団体湧可の公益法
人

⑦法人税法別表第1
に掲げる公共法人

⑧寓度専門職省令第
一条第一項各号の
表の特別加算の項
の中楓ｲ又は口に
掲げる企業等(ｲﾉ
ぺｰｼｮﾝ創出企
集）

⑨一定の条件を満た
す企業等(※）

Jnu＋刀W駆寺”0両

の源泉徴収粟等の
法定圏香合計表
中､給与所得の源
泉徴収票合計蜜の
源泉徴収額が1.
O“万円以上ある団
体･個人

②カテゴリー2と同様
の添付資料をもって
申鯖を行うことを希
望し､カテゴリー審
査に係る貴料を提
出した上､在留申鯖
オンラインシステム
の利用申出が承麗
された機関

同u÷幻”牢寺町0両亨〃

源泉徴収票等の法定
国書合計哀が提出さ
れた団体個人(ｶテゴ
リー2を除く｡）

左のいずれにも醗当し

ない団体･個人

室件 立 ■ ■錘

上鯉のいすオ ,かに唾当すること:
『
“
内
復
■
声
Ｐ E産可 Pる責料

第1

(鮫当範囲）
第2(基準）

申爾香により判断す

る ｡

甲薗

る。

害により判断す ーマウー可p■一一タ■■ー、『

る、

①申舗害
②住民税の謀税(又
は非陳税)鉦明書及
ぴ納税鉦明書

次の資料により判面す

る。 ．

①申繍書
②住民税の謀観(又
は非牒税)鉦明書及
ぴ納税歴明害



一

参考 特定産業分野･業務区分に係る業務内容･試験･技能実習対応表

特定技能2号共通(特定技能1号･2号） 特定技能1号

日本語能力水準及び評価方法等

特定産業分野 試験免除等となる技能実習2号
技能水準及び評価方法等
（実務経験を除く｡）

特定技能外国人が従事する業務区分 技能水準及び評価方法等

職種 作業
■

口
国際交流基金
日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験
(N4以上）

介護技能評価試験 介護日本語評価賦験

【特定技能1号】
身体介壷等(利用者の心身の状況に応じ
た入浴､食事､排せつの介助等)のほか、
これに付随する支援業務(ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ
の実施､機能訓練の補助等）
※利用者の居宅で行われるものは対象外

介護分野 介護 介護

介護福祉士養成施設修了

EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4
年間）

免除 免除

免除 免除

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験(N4以上）

ｒ

【特定技能1号】
建築物内部の清掃

ピルクリーニング分野
特定技能1号評価試験 ピルクリーニング ピルクリーニング

ピルクリーニング
分野

と／／／ 〆
ピルクリーニング分野
特定技能2号評価試験
一一一一

技能検定1級
（ビルクリーニング）

【特定技能2号】 ．
建築物内部の清掃に､複数の作業員を指
導しなｶら従事し､現場を管理する業務及
び同業務の計画作成､進行管理その他の
マネジメント業務

竺曾宅？



…8

報関連製
分野

錘
調
造業

河梧醒npp弓口

昌械金属加工(指導者の指示を理解し、
［は､自らの判断により､素形材製品や塵
陰機械等の製造工程の作業に従事）

＝一クヴー0翅～一mい■ ー望

評価賦験(種種金属加X)

軽調椿厨】
特定技能の在留資梱二係る制度の運用に関す
6方針の一部変更について｣(令和4年8月30日
園議決定Xこよる変更前の運用方針別表a､賦験
匿分(3(1)関係)の欄に掲げる試験のうち､下肥
二掲げる賦験に合格した者は､製造分野特定技
膳1号評価試験(機械金属如工)に合格したものと
いなす．

風造分野特定技能1号評価試験(鋳造）
風造分野特定技能1号評価試験(鍛造）
風造分野特定技能1号評価試験(ゲｲｶｽﾄ）
風造分野特定技能1号評価設駿(機械加工）
艮造分野特定技能1号評価拭験(金属式ノス加
工）
倒造分野特定技能1号評価減験(鉄工）
畏造分野特定技能1号評価試験(工場板金）
塁造分野特定技能1号評価斌験(仕上げ）
艮造分野特定技能1号評価試敬(ブﾗｽﾁｯｸ成
膠）
風造分野特定技能1号評価試験(機械検査）
塁造分野特定技能1号評価試験(機械保全）
製造分野特定技能1号評価試験(電気機器組立
て）
製造分野特定技能1号評価賦験(塗装）
製造分野特定技能1号評価蔑験(溶接）
製造分野特定技能1号評価試験(工業包装）

国際交流基金日本願基礎テスト

又は

日本暦能力賦験(N4以上）

鋳造

鍛造

ダイカスト

機械加エ

金属プﾚｽ加エ

鉄工

工場板金

仕上げ

鋳鉄鋳物鐸造

非鉄金属鋳物鋳
造

ハンマ型翻造

プレス型鍛造

ホットチヤンパ
ダイカスト

コールドチヤン
ダイカスト

パ

普涌捻錐

ﾌライス盤

数値制御旋盤

マシニンゲｾンタ

金属プレス

構造物錘壬

機械板金

治エ具仕上げ

今麺什上げ

樫樺粗方仕上げ



＝

素形材･産業樫
械･電気電子情
報関連製造業
分野

ｰ

プラスチック成形

機械検査

機械保全

唾更捜器組立て

塗装

圧縮成形

射出成形

ｲﾝﾌﾚｰｼｮﾝ成
形

プ酷成形

機械検査

機械系保全

回転電機組立て

褒匪墨組立て

配電霊･制御
立て
盤組

開閉制御器具組
立て

回転華
作
巻線製

建築塗装

金屋塗装

鋼橋塗装

噴霧塗装



ゴ

~

報関

業捜
子情

蓮製造鑿
分野

bT可梧淫あご一つ』

屡械金属加工(複敷の技能者を指導しな
腓ら､素形材製品や産業機械等の製造工
里の作業に従事し､工程を管理）

溶接

エ業包装

手溶接

半自動溶接

工業包装

ー幻。T可～巽回ご－百町四一＝、ｰ

強金属加工)及びビジネス･キャリア
虞定3級(生産管理プランニング又は
圭毒管理ｵぺﾚｰｼｮﾝ）

７
Ｊ
遣
造
鋳
鐙
く
く
敏
級
１
１
定
定
蝉
溌
伎
皮
伎能検定1級(タｲｶｽﾄ）
伎能検定1級(樫械加工)‘
伎能検定1級《金属プﾚｽ加エ）
伎能検定1級(鉄工）
技能検定1級(工場板金）
伎能検定1級《仕上げ）
伎能検定1級《機械検査）
技能検定1級(棲械保全）
技能検定1級〈透気機響組立て）
技能検定1級(プラスチック成形）
技能検定1級(塗装） ．
技能検定1級(エ柔包装）



‐守

p“

素形材･産業機
械･画気電子情
報関連製造粟
分野

【特定技能1号】
電気盆子機器組立て(指導者の指示を理
解し､又は､自らの判断により､電気電子
機器等の製造エ程､組立工程の作鋼こ従
事）

＝坦刀雪両生巫HEU盲

評価斌験(電気電子櫻翠組立て）

【軽過掻睡】

『特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和4年8月30日
閣崖決定)による変更前の運用方針別表a・賦験
区分(3(1)関係)の楓に掲げる賦験のうち､下記
に掲lfる駄験に合格した者は恩製造分野特定技
能1号評価試験(電気電子機器組立て)に合格し
たものとみなす。

製造分野特定技能1号解価賦験(機械加エ）
製造分野特定技能1号評価賦験(仕上げ）
製造分野特定技能1号岬価賦験(ブﾗｽﾁｯｸ成
形）

展造分野特定技能1号評価斌験(式ﾉﾝﾄ配緯板
製造）
裂造分野特定技能1号評価賦験(電子機畢組す
て）
製造分野特定技能1号評価拭験(電気樫畢組す
て）
製造分野特定技能1号評価斌験(樋械検査）
製造分野特定技能1号評価拭験(機械保全）
製造分野特定技能1号評価壁墜(王拳包茎）

国瞭交流基金日本寵基逓テスト

又は

日本語能力賦験(N4以上）

裡轆加王

仕上げ

プラスチック成形

アノン卜配線板製
造

彗通瘻盤

ﾌﾗｲｽ盤

数値制御旋整

マシニングセンタ

治エ具仕上げ

今麺什上げ

樫桧組す什上げ

庄轄成形

射出成形

インフレーション成
形

ブロー成形

アノﾝ卜璽緯榎璽
計

プリン函
造
板製



…

素形材･産業榎
賊･電気電子個
報関連製造業
分野

【特定技能2号】
電気電子授器組立て(複数の技能者を指
導しながら､電気電子機器等の製造エ
程､組立工程の作業に従事し､工程を管
理）

電子機器組立て

電気捜馨銅立て

椴械検査

機械保全

工業包装

電子機畢釦立て

回転電機組立て

変匪畢組立て

配電盤･制街盤組
立て

開閉制御器具組
立て

回転電機
作
巻線製

犠械検査

機械系保全

工業包装

堅造分野特定技能2号評価蔵験(電
気電子樫器組立て)及びビジネス・
ｷｬﾘｱ検定3級(牛竃梼理プランニ
ング又は生産管理ｵぺﾚｰｼｮﾝ）
技能検定1級(機械加工）
技能検定1級(仕上げ）
技能検定1級(機械検査）
技能検定1級(機械保全）
技能検定1級(電子機器組立て）
技能検定1級(電気機器組立て）
技能検定1級(ｱﾉﾝﾄ配線板製造）
技能検定1級(プラスチック成形）
技能検定1級(工業包装）



…

素形材･産業機
械･電気電子情
報函遼製造輩
分野

[特定技能1号】
金属表面処理(指導者の指示を理解し、
又は､自らの判師こより､表面処理等の作
業に従事）

【待定技能Z号】
金属表面処理(複数の技能者を指導しな
がら､表面処理等の作調二従事し､工程を
管理）

＝～夕J＝『で可二基圃邑Uつ

評価試験(金屋塞而処理）

【軽遇密置】

｢特定技能の在留資榴こ係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和4年8月30日
閣議決定)による変更前の運用方針別表a・試験
区分(3(1)関係)の欄に掲げる試験のうち､下記
に掲げる試謝こ合格した者は､製造分野特定技
能1号評価斌験(金属表面処理)に合格したものと
みなす。

製造分野特定技能1号
製造分野特定技能1号
極酸化処理）

評価斌験(めっき）
評価試験(アルミニウム陽

国瞭交流基金日本窟基礎テスト

又は

日本語能力試験(脳以上）

めっき

アルミニウム隅極
醜化処理

電気めっき

溶融亜鉛めっき

喝極酸化処理

裂遣分野特定技能2号評価試験(金
属表面処理)及びビジネス･キャリア
検定3級(牛塞昏理プﾗﾝﾆﾝヶ又は
生摩管理ｵぺﾚｰｼｮﾝ〕 ．
技能検定1級(めっき）
技能検定1級(アルミニウム隠種酌化
処理）



…

建設分野

両に堅固回U可β

二木(指導者の指示･監督を受けながら、
二木施設の新設、
》作業顎こ従事）

改築､維持､修織こ係

建肢分野特定技筋1号岬価賦験(土木）
技能検定3級(型枠施工）
技能検定3級(鉄筋施工）
技能検定3級(とび）
技能検定3級(造園）
技能検定3級(塗装）

経頚措倦】
特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
坊針の一部変更について｣(令和4年8月30日
､職決定)による変更前の運用方針別表1a.M
禽区分(3(1)ア関係)の御二掲げる斌験のうち、
F記に掲げる試験に合格した者は､建設分野特
E技能1号評価賦験(土木)に合格したものとみな
I-b

璽
愈鶴
野特定技能1号呼価“(型枠施エ）
野特定技能1号評価賦験(ｺﾝｸq吟卜圧

熱分野特定技能,号騨債試験(ﾄﾝﾈﾙ推進
正）

遷設分野特定技能1号評価賦験(建
正） ．

設機械施

竃設分野特定技能1号評価賦験(土エ）
還設分野特定技能1号評価賦験(鉄筋施エ）
患設分野特定技能1号評価拭験(とび）
墜殴分野特定技能1号評価斌験(海洋土木工）

ー

国鰹交通基金日本語基硬テスト

又は

日本語能力睡(N4以上）

さく井

型枠膳工

鉄筋施工

とび

コンクＨ
工
匪畿歯

ｳｪﾙボｲﾝﾄ麓工

建駿纏種塗T

鉄工

塗装

溶接 §

パーカッション式さ
く井工事作案

さく弁

型枠工事作業

鉄筋組立て作業

とび作集

コンクリート匪送王

ウェルボｲﾝﾄ工事
作案

押土･整地作業

穣込み作業

掘削作菜

締固め作案

構造物鉄工作業

建築塗装作集

鋼橋塗駿作東

手溶接

半自動溶接



F
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建設分野

＝

【特定技能2号】
土木(複数の建殴技能者を指導しながら、
土木錘の新殴､改築､維持､修繕に係
る作業等に従事し､工程を管理）

【特定技能1号】

建築(指導者の指示･監督を受けながら、
建築物の新築､増築､改築若LKは移転又
は修繕若しくは模様替に係る作業等に従
事）

建殴分野特定技能1号評価拭験(建築）
技能検定3級(型枠施工）
技能検定3級(左官）
技能検定3級(かわらぶき）
技能検定3級(鉄筋麓工）
技能検定3級(内装仕上げ施工）
技能検定3級(とび）
技能検定3級(建築大エ）
技能検定3級(建築板金）
技能検定3級(塗装）
技能検定3級(ブロック建築）
技能検定3級(広告美術仕上げ）

【経過措彊】

『特定技能の在留資榴こ係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和4年8月30B
閣議決定)による変更前の運用方針別表1a・試
験区分(3(1)ア関係)の楓に掲げる賦験のうち、
下配に掲げる拭験に合格した者は､建設分野特
定技能1号解価試験(建築)に合格したものとみな
す6

建設分野特定技能1号評価試験(型枠施工）
建設分野特定技能1号評価試験(左官）
建設分野特定技能1号評価斌験(ｺﾝｸﾘｰﾄ圧
送）

建設分野特定技龍1号評価試験(土工）
建設分野特定技能1号評価拭験(屋根ふき）
建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋施工）
建設分野特定技能1号評価試験(鉄筋継手）
建設分野特定技能1号評価拭験(内装仕上げ）
建般分野特定技能1号評価試験(とび）
建設分野特定技能1号評価拭験(建築大工）
建設分野特定技能1号評価試験(建築板金）
建設分野特定技能1号評価試験(吹付ｳﾚﾀﾝ断
熱）

国畷交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力試験(N4以上）

建築板金

建具製作

建築大工

型枠施工

鉄筋施工

とび

石材施工

タイル張り

かわらぶき．

左官

内装仕上げ施工

内外装板金作業

.グｸﾄ板金作業

木製建具手加工
作業

大工工事作業

型枠工事作業

鉄筋組立て作業

とび作業

石材加工作業

石翌り作業

ﾀｲﾙ譲り作業

かわらぶき作業

左官作業

プラスチック系床
仕上げエ事作業

墨醒”封両ニェ脚ご二つ師皿

木） ．
酷＝、 ■

技能検定1級(型枠施工）
技能検定1級(ｺﾝｸﾘｰﾄ庄送施工）
技能検定1級(鉄筋施工）
技能検定1級(とび）
技能検定1級(ｳｪﾙボｲﾝﾄ施工）
技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作
業)）
技能検定1級(塗装〉
技能検定1級(さく井）
技能検定1級(造園）
技能検定単一等級(路面標示施工）



1

ー

建設分野

内装仕上げ施エ

表装

ｻｯｼ施工

防水施エ

ｺﾝｸﾘ→、
工

圧送施

築炉

鉄エ

塗装

溶接

カーペット系床仕

上げエ事作案

鋼製下地工事作
業

ボード仕上げ工事
作業

カーテンエ事作集

壁装作業

ピル用サッシ施エ
作菜

シーリング防
事作業
水工

ｺﾝグj-＋匪送工
事作業

築炉作業

構造物鉄エ作案

建塞麹装作業

鋼橋塗駿作粟

手溶接

半自動溶接



ー

建段分野

【特定技能2号】 ．
建築(複数の建設技能者を指導唾がら、
建築物の新築､増策､改築若しくは移転又
は修繕若しくは模棟替に係る作業等に従
事し､工程を管理）

一亜晶グjヨ1℃へｰ産一画可一一…、＝

築）
技能検定1級(型枠施工）
技能検定1級(左官）
技能検定1級(ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送施エ）
技能検定1級(かわらぶき）
技能検定1級(鉄筋施エ）
技能検定1級(内装仕上げ施工）
技能検定1級(表装）
技能検定1級(とび）
技能検定1級(建築大工）
技能検定単一等級(枠観融畦筆）
技能検定単一等級(エーエルシーバネ
ル施工）
技能検定単一等級(バルコニー施工）
技能検定1級(建築板金）
巫賑唾権ロー叱牽＝＝空一K窪1w1J唾

質ｳﾚﾀﾝフォーム断熱工事作業)）
技能検定1級(石材施工）
技能検定1級(タイル張り） ．
技能検定1級(築炉）
技能検定1級(鉄工(構造物鉄工作
案)） ・
技能検定1級(塗装）
技能検定1級(防水施工〕
技能検定1級(建具製作）
技能検定1級(カーテンウォール施工）
技能検定1駁(自動ドｱ施工）
技能検定1級(ｻｯｼ施エ）
技鮒検定1級(刀ﾗｽ鹿エ）
技能検定1級(元ﾂｸ建策）
技能検定1級(樹願接着剤注入施エ）
技能検定1級(広告葵術仕上げ）
技能検定1級(厨屋屋壁捷Z)



ー

銅3

建設分野

,滝程承同邑U

ﾗｲﾌライン。
弓a

設備(描導者の指示･監督を
畠けながら､電気通信､ガス､水道､電気
その他のﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備の整備･設置
侮更又は修理に係る作業等に従事）

【特定技能2号】
ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備(複数の建設技能者を
指導しながら､電気通信､ガス､水道､電
気その他のﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備の整備･設
匿､変更又は修理の作業等に従事し､工
程を管理）

毎早島一章･U屯～……ﾛ ｰ盃凹■ｰーー、＝■一‐、一一

傭）
技能検定3紐(配管）
技能検定3級(建築板金）
技能検定3級(冷凍空気調和機羅施工）

!経過撞匿】
.特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
5方針の一部変更について｣(令和4年8月30日
劉譲決定)による変更前の運用方針別表1a・賦
険区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる露のうち、
下記に掲げる試験に合格した謝主建設分野特
定技能1号評価賦験(ﾗｲﾌﾗｲﾝ･設備)に合格し
とものとみなす｡．

建設分野特定技能1号評価試験(電気通信）
建設分野特定技能1号評価試験(配管）
建設分野特定技能1号評価試験(建築板金）
建設分野特定技能1号評価試験(保温保冷〕

､■

国際交茨基金日本語基礎ﾃｽﾄ

又は

日本語能力試験(N4以上）

◆

建築板金

内外装板金作業

タｸﾄ板金作業

冷東空気調和機
器施工

冷凍
器

ｲ

和機

配管

建築配管作業

ブﾗﾝﾄ配管作業

熱絶縁施エ
保温保冷エ享作
業

溶接

手溶接

半自動溶接

建設分野特定技能2号評価駄験(ラ
ｲﾌﾗｲﾝ･設備）
技能検定1級(配管）
技能検定1級(建築板金）
技能検定1級(熱絶縁施エ(保温保
冷エ事作業)）
技能検定1級(冷凍空気調和機器施
エ）



～

造船･舶用工業
分野

【特定技能1号】
造紺(監督者の指示を理解し又は自らの
判翫こより船舶の製造エ程の作業に従事）

【特定技能2号】

造船(複数の輝員を指揮･命令･管理し
ながら船舶の製造工租の造船作業に従
事）

逗理一麺、一幸刀津『丙矩渥睡U壱…K垣函ノ

技能検定3級(塗装）
技能検定3級(とび）
技能検定3級(配管）

Ｉ

【経過措匝】

『特定技能の在留資榔こ係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和6年3月29日
閣議決定)による変更前の運用方針別表1a.E
験区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる賦験のうち
下記に掲げる賦験に合格した者は､造船･舶用工
業分野特定技能1号駄験(造船)に合格したものと
みなす．

造船･舶用エ集分野特定技能1号試験(溶接）
造船･舶用工業分野特定技能1号錘(塗装）
造船･舶用エ桑分野特定技能1号駄験(鉄エ）

国辱交垂金日本語基礎テスト

又は

日本語罷力試験(N4以上）

溶接

塗装．

鉄工

とび

配管

手溶接

半自動溶接

建毎獲装

全国塗装

鋼橋塗装

噴霧塗装

構造物鉄工

とび

建塗配管

プﾗﾝﾄ配管

追船･舶用エ案分野特定技能2号戯
験(造船）
技能検定1級(塗装）
技能検定1級(鉄エ）
技能検定1級(とび）
技能検定1級(配管）



函

一

四

造船･舶用工業
分野

＝

【特定技罷1号】
伯用機械(監督者の指示を理解し又は自
うの判師こより舵用機械の製造工程の作
蕊に従事）

哩函”耳回嗣一乗"封”権淫EuU勺瞬…、”向｡轌

瞳）
伎麓検定3級(塗装）
伎能検定3級(仕上げ）
伎能検定3級(機械加エ）
伎能検定3級(配管）
技能検定3級(鋳造）
伎能検定3級(機械保全）

国照交流基金日本語基礎テスト

又は

日本鰭能力試験(N4以上）

溶接

塗装

手溶接

半自動溶接

建築塗装

金厘塗装

鋼橋塗装

喧醒謹装

鰹過措缶】
特定技能の在留資格に係る制度の
里用に関する方針の一部変更につい
て』(令和6年3月29日閣儀決定)に
kる変更前の運用方針別表2a･試
倹区分(3(2)ア関係〕の楓に掲げる
拭験のうち､下記に掲げる拭駿に合
隅した者は､造船･舶用工業分野特
定技能2号斌験(造船)に合格したも
､とみなす。

造船･舘用工業分野特定技能2号試
険(溶接）
造船･舶用工業分野特定技能2号試
験(塗装）
造船･舶用エ業分野特定技能2号麓
険(鉄工）



＝

造船 ･舶用
分野
工業

L睦君箔睡』

｢特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和6年3月29日
閣餓決定)による変更前の運用方針別表1a・拭
験区分(3(1)ア関係)の楓に掲げる試験のうち、
下紀に掲げる賦験に合格した者は､造船･舶用エ
業分野特定技能1号賦験(髄用樋械)に合格した
ものとみなす．

造船･紬用エ桑分野特定技能1号斌験(溶接）
造船･舶用工禦分野特定技能1号賦験(塗駿）
造船･舶用工業分野特定技能1号試験(鉄ェ）
造船･舶用工菜分野特定技能1号試験(仕上げ）
造船･舶用工禦分野特定技能1号試験《機械加
工）

鉄工

仕上げ

櫻稜加丁

配管

鋳造

金属プﾚｽ加工

強化プラスチック
成形

握械保全

構造物鉄工

治エ具仕上げ

今翻什上げ

樫樫組寸什上げ

葺彌鯉盤

ﾌﾗｲｽ露

数値誘櫛旋盤

マシニングセンタ

建築配管

ブﾗﾝﾄ配管

鋳鉄鋳物鋒造

非鉄金属鋳物鋳
造

金風プﾚｽ

手積み積居成形

機械系保全



～

才

ー

置船･舶用工案
分野

詩定技飽2号】
自用橿械(複数の作桑員を指揮･命令･管
里しながら舶用犠械の製造工程の作業に
随事）

【特定技筋1号】
舶用電気電子櫓馨(監督者の指示を理解
し又は自らの判罰こより舶用電気電子樋
器の製造工程の作業に従事） 、

喧麺･湿用aL乗万動狩疋盈罷I言厩唾1魍用電

気電子摂器）
技能検定3級(機械加工）

ｊ
』
て
て
趣
趣
器
器
機
機
気
子
竜
電
く
く
級
級
３
３
定
定
検
検
雌
雄
技能検定3級(冒刈ﾝ卜配線板製造）
技龍検定3級(配管）
技能検定3級(機械保全）

国扉交証基金日本語基礎テスト

又は

日本届能力賦験(N4以上）

樫械加エ

讐誕漉韓

ﾌﾗｲｽ盤

数値制御旋整

マシニングセンタ

造船･随用工秦分野特定技能2号戯
険(舶用捜稔）
技能検定1級(塗装）
技能検定1級(鉄工）
技能検定1級(仕上げ）
技能検定1級(檀械釦エ）
技能検定1級(湿管）
技能検定1級(鋳造）
技能検定1級(金属力'ｽ加エ）
技能検定1級(強化プラスチック成
形）
技能検定1級(機械保全）

【経過措匠】
｢特定技能の在留資榔こ係る制度の
哩用に関する方針の一部変更につい
て｣(令和6年3月29日閣慶決定)に
kる変更前の運用方針別表2a・蔵
険区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる
拭験のうち､下配に掲げる賦験に合
悟した者は､造船･触用エ業分野特
定技能2号窪(舶用機械)に合格し
膣ものとみなす．

造船･舶用工業分野特定技能2号賦
験(溶接）
造船･髄用工業分野特定技能2号試
験(塗装）
造船･舶用工業分野特定技能2号試
験(鉄工）
造船･舶用エ業分野特定技能2号賦
験(仕上げ）
造船･舘用工築分野特定技能2号設
験(樫械加工）



鼻

ー

造船･舶用工菜
分野

L面仁琢HB二百』

舶用電気電子機器(複数の作粟員を指
揮・命令･管理しながら舶用昭虹電子機器
の製造工程の作菜に従事）

I軽過密画】

｢特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和6年3月29日
閣麟決定)による変更前の運用方針別表1a."
験区分(3(1)ア関係)の欄に掲げる賦験のうち、
下配に掲げる試験に合格した割ま､造船･舶用工
案分野特定技能1号駄験(舶用電気電子檀墨）
に合格したものとみなす．

造船･舶用工業分野特定技能1号試験(機械加
工）
造船･舶用工業分野特定技能1号試験(電気捜
認知立て）

笹

電気機墨組立て

金属プﾚｽ加工

電子機墨組立て

式ﾉﾝﾄ配練板製造

配管

機械保全

回転電機組立て

変圧墨組立て

配電盤･制御盤組
立て

開閉制御響具組
立て

回転電機巻
作
線製

金属式グス

奄子捜畢紐立て

ｱﾉﾝﾄ配線板設
計

ｱﾉﾝﾄ配線板製
造

建築配管

ブﾗﾝﾄ配管

樋械系保全

這船･随用工菓分野特定技能2号試
験(舶用電気電子捜器）
技能検定1級(樫睦mZ)
技龍検定1鐘(電気櫓馨組立て〉
技能検定1駁(金属丸ｽ加工）
技能検定1級(電子樋鴇組立て）
技能検定1級(刃ﾝ卜配線板製造）
技能検定1級(配管）
技能検定1級(機按保全）



~

造船 ･舶用工柔
分野

【経過格■】
｢特定技能の在留資格に係る制度の
運用に閲する方針の一部変更につい
て｣(令和6年3月29日閣麟決定)に
よる変更前の運用方針別表2a・賦
険区分(3(2)ア関係)の欄に掲げる
賦験のうち､下記に掲げる賦験に合
格した考は､造船･舶用工集分野特
定技能2号“〔舶用電気電子機
器)に合格したものとみなすb

造船･舶用工薬分野特定技能2号賦
駿(機被加工）
造船･舶用エ業分野特定技能2号戯
験(電気樋暑組立て）



＝

自動車整備業
分野

【特定技能1号】
自動車の日常点検整備､定期点検整僅
特定整備､特定整備に付随する基礎的な
業務

【特定技能2号】
他の要員への指導を行いながら従事する
自動車の日常点検整備､定期点検整備、
特定整備､特定整備に付随する一般的な
業務

自動車整備分野特定技能1号評価試験

【軽遜捲母】
『特定技能の在留資榔こ係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
溌決定)による変更前の運用方針3(1)に掲げる
践験のうち､下配に掲げる賦験に合格した者は、
自動車整備分野特定技能1号評価賦験に合格し
たものとみなす。

自動車整備分野特定技能評価賦験

自動車整備士技能検定3級

国瞭交流基金日本語基礎テスト

又は

日本膳能力試験(N4以上）

自動車整備 自動車整備

自動車整備士技能検定2級

航空

詩定技能1号】
置港ゲﾗﾝドﾊﾝドﾘﾝゲ(社内資格等を有
ｹる指導者やチームリーダーの指導･監督
､下､地上走行支援集務､手荷物･貨物
反扱業務割二従事）

【特定技能2号】
空港グﾗﾝFﾊﾝドﾘﾝゲ(社内資格等を有
する指導者やチームリーダーとしても地上
走行支援業務､手荷物･貨物取扱業務等
に従事し､エ程を管理）

航空分野特定技龍1号評価試験
(空港ゲﾗﾝドﾊﾝドﾘﾝゲ）

【経過携量】
｢特定技能の在留資樹二係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
議決定)による変更前の運用方針3(1)に掲げる
試験のうち､下砲こ掲げる賦験に合格した者は、
航空分野特定技能1号評価斌験(空港ｸﾞﾗﾝドﾊ
ﾝドﾘﾝゲ)に合格したものとみなす6

特定技能評価賦験(航空分野g空港ｹﾗﾝドﾊﾝﾄﾞ
ﾘﾝゲ）

国際交流基金日本語基礎テスト

又は

日本語能力賦験(N4以上）

空港グランド
ハンドリング

航空機地上支援

蛭貨物取扱

客室渭婦

航空分野特定技能2号評価賦験
（空港ゲﾗﾝドﾊﾝドﾘﾝゲ）



ー

航空

【特定技能1号】
航空機整備
(機際装備品等の整備業務等）

【特定技能2号】
航空橿整備
〔自らの判断により行う､機体､装備品等の
専門的･技術的な整簡業務等）

航空分野特定技能1号評価斌験
(舷壷樫轄鐘）

【経過捲巳】
｢特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
儀決定)による変更前の運用方針3(1)に掲げる
陵験のうち､下配に掲げる斌験に合格した報ま、
航空分野特定技能1号評価斌験(航空機整備）
|こ合格したものとみなすb

特定技能評価賦験(航空分野:紋空樫整僅）

図瞭交流基金日本酒基礎テスト

又は

日本鱈能力賦験(N4以上）

航空分野
価“

坑空従事者技能証明のうち以下のい
ずれか

一等航齊轄性士(飛行機）
一考航空整備士(回転頁航空檀）
二等航空韓倣士(飛行機）
二等航空塾鐘士(回転翼航空楼）
一等航幸諏鹸整鐘士(飛行機）
-等航空運航整備士(回転翼航空
園）
二等蚊空郵歓韓瞳士(飛行機）
二等鼓空理舷整信士(回転頁航空
農）
腕空工場整備士(樋体構造関係）
航空工場整備士(ピｽﾄﾝ発動機関．
係〕
鹸壷王坦整備士(ﾀｰﾝ発動檀関
係）
岐空工場整備士(プﾛぺﾗ関係）
瞳壷王埋整備士(計暴関係）
航空工場堕備士(電子装備品関係）
岐空工埋蔓備士(電気装備品関係）
航空エ鳩整備士(無鐘通信捜器関
係）



ロ

ー

宿泊分野

【特定技能1号】
宿泊施設におけるﾌﾛﾝﾄ､企画･広報､接
客､ﾚｽﾄﾗﾝサービス等の宿泊サービスの
提供に従事する業務

【特定技能2号】
複数の従業員を指導…《ら､宿泊施醗
におけるﾌﾛﾝk企画･広報､接客､レスト
ランサーピス等の宿泊サービスの提胸こ従
事する業務

宿泊分野特定技能1号評価斌験

【経過措巴】
『特定技施の在留資格に係る倒度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
隠決定)による変更前の運用方針3(1)に掲げる
賦験のうち､下配に掲げる賦験に合格した識ま、
宿泊分野特定技能1号評価賦駒二合格したものと
みなす．

宿泊業技能測定“

国際交流基金日本語基礎ﾃｽﾄ

又は

日本繭能力賦験(N4以上）

宿泊 接客･衛生管理

宿泊分野特定技能2号評価拭験

農業分野

【特定技能1号】
耕種璽童全壁
(栽培管理､農産物の集出荷･還別等）

【特定技能2号】

耕種農菜全般(裁培管理､農産物の象出
荷･還別等)及び当該業務に関する管理
業務

【特定技能1号】
塞摩屍傘全鍾

(飼養管理､畜産物の集出荷･選別等）

【特定
畜
技1

＝■■⑭
一面一

膿2号】
全般(飼養管理､畜産物の集出

荷･選別等)及び当駿業務に関する管理
業務

1号展業技能測定賦験(競租丘塞全般）

【経過措置】 ノ
｢特定技能の在留資榔こ係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
臓決定)による変更前の運用方針3(1)に掲げる
賦験のうち､下肥に掲げる賦験に合格した者は､1
号農集技能測定試験(耕糧展桑全般)に合格した
ものとみなす．

展業技能測定賦験(耕種展業全般）

1号農業技能測定賦験(畜産農業全般）

【経理捨居】
｢特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
蟻決定)による変更前の運用方針3(1)に掲げる
賦験のうち､下妃に掲げる賦験に合格した者は､1
号農業技龍測定賦験(帝憲局璽全殴)に合格した
ものとみなす．

農業技能測定賦験(畜産農業全般）

国際交流基金日本語基礎ﾃｽﾄ

又は

日本届能力鑑(N4以上）

国照交流基金日本届基礎テスト

又は

日本鰭能力斌験(N4以上）

耕唖農雲

蓄憲民塑

麓醗圏萎

畑作野菜

果樹

養豚

養鶏

酪農

2号農業技能測定賦験
（耕藷唾章全般）

2号農業技能測定賦験
（密毒塵垂全般）



…

漁業分野

【特定技能1号】
漁集(漁具の製作･補修､水壷動植物の
採索､漁具･漁労樋械の操作も水産動植
物の採捕､激獲物の処理･保蔵､安全衛
生の確保等）

【特定技能2号】
湧柔(漁具の製作･補修､水産動植物の
探索､漁具･漁労樋械の操作､水産動植
物の採捕､漁狸物の処理･保蔵､安全衛
生の確保等)､操菜を指揮監督する者の
補佐､作業員の指導及び作業工程の管理

【特定技能1号】
養殖業(養殖資材の製作･補修･管理､養
殖水産動植物の育成管理､養殖水産動
他物の収穫(穫)･処理､安全衛生の砲保
辱）

【特定技能2号】
養殖業(養殖資材の製作･補修･管理､養
随水産動植物の育成管理､養殖水産動
植物の収穫(穫)･処理､安全衛生の確保
等)､養殖を管理する者の補僅作糞員の
指導及び作業工程の管理

1号漁粟技能測定賦験(漁業）

【鰹遇推■】
｢特定技能の在留資格に係る鯛度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
腫決定)による変更前の運用方針3(1)に郷fる
試験のうち､下記に掲げる試験に合格した者は､1
号漁業技能測定拭験(漁桑)に合格したものとみ
なす．

漁業技能測定賦験(漁業）

1号漁業技能測定賦験(養殖業）

【経過措置】
｢特定技能の在留資格に係る制度の運用に関す
る方針の一部変更について｣(令和5年6月9日閣
臓決定)による変更前の運用方針3(1)に掲げる
賦験のうち､下配に掲げる設験に合格した者は､1
号漁桑技陸測定賦験(養殖業)に合格したものと
みなす●

漫業技能測定試験(養殖業）

国際交溌基金日本寵基硬テスト

又は

日本語能力拭験(N4以上）

国璽交読基金日本窟基礎テスト

又は

日本鰭能力蝉(N4以上）

漁船漁集

萎砿輩

かつお一本釣り漁
業､延鍛業､い
か釣り漁集､まき
網漁業､ひき網漁
業､さし網漁業
定匠網溌業､か
に･えびかご漁業
棒受網漁業

ぼたてがい･まがき
養殖

2号漁業技寵測定斌験(漁菜）

日本露能力斌験(N3以上）

2号漁柔技能測定試験(養殖業）

日本寵能力賦験(N3以上）



毎句

飲食
【特定技能1号】
飲食料品製造全般(飲食料品(酒類を除
（｡)の製造･加工及び安全衛生の碇保)．

飲食料品製造業特定技能1号
技能測定賦験

国瞭交流基金日本届基礎ﾃｽﾄ

又は

日本語能力駄験(N4以上）

缶詰巻締

食鳥処理加工業

、塾性水産加エ
食昂製造章

非加熊性水産加
エ

食品製造業

水産鐘り製品璽這

牛豚食肉処
工案
理加

ハム･ソーセージ。

製造

缶詰巻締

､食島処理加王

飾麺璽造

加熱乾製品製造

飼嘩釦T晶興造

<ん製鳳製造

埋蔵品製造

乾製品製造

発酵食品製造

鯛理加エ品璽造

生食毘加T品田
造

かま唾E製品製造

牛豚部分肉製造

ハム･ソーセージ・

ベーコン製造



~

~

【特定技能2号】
飲食料晶製造全段(飲食料品(酒頚を除
<､)の製造･加エ及び安全衛生の確保)及
び当該業務に関する管理柔務

ﾉ・製造

そう菜製造集

屡産物漬物
業
製造

パン製造

そう菜加工

農産物漬物製造
ー

飲食料品製造業特定技能2号

外食分野

【特定技龍1号】
外食案全般(飲食物詞理､接客､店舗管
理〕

【特定技能2号】
外食業全般(飲食物詞理､接客､店舗管
理)及び店鈍経営

外食集特定技能1号技能測定賦験

国庫斐誰益金日本語基礎テスト

又は

日本密能力駄験(N4以上）

医察･福祉施設 医療･梗朴潅鯛

外食菜特定技能2号技能測定拭験

日本語能力試験(N3以上）



」に係る立証資料 一伸宜麺一

…

項悉 提出■類 機式昏号 特記事項
1

を辱■格
唾

壷垣1

苞■寅倍
皮良

’
一

室口回亜
頁麟

1
Ⅱ■■■■■■■■■■

を■■堅
凪竃

＝＝二

歴謡綴

｝

を口営団
夏覆

1

･在田置轄璽窒壁四谷交付申鯖嘗
･在留資枯変更群可申麟毎
･在留翻面更断鮮可申観宙
#いずれかを使用すること．

(省令像式）
則厘館6号の3微式
圃埋鱒30号橡式
別屋鰭30号の2繊式

・申蘭人の写真（侭4cm×檀3
姉）の室面に申跡人の氏名を配
畝して車鯖香の写真楓に貼付
・申臆前6か月以内に正面から
撮影された麟幅；鯨背景で”
なもの．

◎ 。 。 。 ◎ 。

2 特定技龍外国人の穏囲に関する瞬明香 号
。 0

△

《注1）
◎ 。

△

唾1〕

3 特定栓鹸哩周契約魯の写し
b

号
･申圃人が十分に理解できる■
願での配戴も必要

◎ 0
△

(注1》
。 ◎

△

《塵1）

4 届用粂件書の写し
鏡橡式
鰯1－6号

･申箇人が十分に面解できる■
園での屡睦も必昼

◎ 。
▲

(注1）
0 。

△

〔注1）

5 事前ガイダンスの砥凪害
抄今樋式
第1－7号

･申■人が十分に理解できる面
函での起載も必要

0 0

6 宴盤已用の同竃谷及び受用明煽■
号

･申酎人が十分に理解できる甘・
腸での思載も必昼

◎ ◎ 。 。

7 微収負用の硯鯛■
L

旬 号
◎ ◎ ◎ 。

8 特定技能外国人の■厘官 ◎ 。 ◎ 。

9
分野別運用方針に定める技能麟験の合格麓明自の写
し又は合格を鉦明する資料

一

･串田人が技能実召2号を良好
に修了した智であることを丘明
する■合には提出は不要（特定
技監1号のみ）

◎ 0 ◎ 。

10
分野別ご用方針に定めるその侭の評箇方匿により枝
能水皐を閃たすことを紅明する資料

I■■■

・申圃人が柱龍室召2号を良好
に修了した者であることを厘明
する墹合には提出は不畏〈特定
技紘1号のみ）

◎ 0 ◎ 。

11
分野別墾爵方針に定める日本函試験の合格匝明■写
し又は合格したことを柾明する資料

ー

･申飼人が雑実習2号を良好
に修了した春として日本厩賦験
の免除を受ける墹台には提出は
不昼

◎ 。

12
唆勉鐘定3級又はこれに相当する技龍実習解価賦験
の実技賦験に合格したことを柾明する資料

ー

･申舗人が枝雌嚢日2号を良好
に修了した肴であることを紅明
する場合で．かつ，
鮫等の実技猷欣に合
場合に提出が必■

儲
傭検定3
している

◎ ◎

13 枝鱈翼留生に関ずる脚匿餌岳
●孝橡式
第1－2号

･申腕人が技能実冒2号
に修了した春であること
する埆合で。かつ．
級専の
い場合篭醗篭

齢

を良好
を柾明
検定3
ていな

◎ 。

14 紐康鯵断個人票
6

谷噂繊式
篇1－3号

･日本に在宙中の濁合は日本国
内で受吟したものの提出が必畏
・別の橡式での樋出でも差し支
えないが参考橡式にある受砂項
目が里包されたものに田る．

◎ 0 ◎ ◎

15 週再在留期問に係る讐約書
③零橡式
鏑1－24号

。 『特定技能1号」の通算在国
擾関が4年を超えた後の申箇に
おいて提出が必要

。 。 。

16 技麓移転に係る申告害
わ考微式
鏑1－10号

･申麟人が十分に理解できる瓦
函での配載も必昼

。 ◎

17
直近1年分の個人住民税の■税鉦明密及び鮒圃厘明
岳

ー

･納現証明冑は全ての納期が経
過している年度のものの提出が
必要
･申簡人のものが必艮

△

《注1）

△

(注1）

△

(俺1）

△

【脆’）



、

9師

18 伯与所毎の厘泉微収票
■■■

・項番17唇の住民圃の馬擾胚
明呂と間一年分のものの■出が

粥偏人のものが鋸
△

畦1》

△

畦1）

△

姓1》
△

唾1》

19

色目を嵐泉所碍税及び釦
及び復具特別所得騨滞I
鍵■認とする蝿厘I
中瞬務■発行の納圃狂明a

聯別所得税．
I塾ぴ地方劇
I害
(その3）

申告閉得硯
員鍵相麟

･砿定申告をした塙合に提出が
必要
･申箇人のものが必昼

△

〔庄1》
△

《注1）

△

“1）
△

唾1）

20

・岫税厘和楢■(検衝の画予． _紬圃⑳質予z陰納付
受託）の適用がある旨の腿敏がある納税睡明官
軍項暑1gの税目のうち，未納が&る税目1こつい
て．税務＆発行の未鈷額のみの輪秘座明書（その
1）

q■■■

・申蹟人が項唇19の税目につ
いて換伍の鷺予．納税の画予又
は給付受配を受けている場合に
拠出が必要
･申巨人のものが必昼

△

〔進1》

△

《注1）

△

畦1）
△

〔峰1）

21

（地方種）
納撹唾瓢描■（換価の廼予．納色の圃予又は始付受
”に係る通知魯の写し

ー

・地方唖について．申防人が軸
固唾和措匝（換価の融予。納穏
の芭予又は伯付愛顧の適用を
受けていることが軸租厘明白に
錘されていない羽合に擾出が
鯉
･申圃人のものが必長

△

睦1）

△

唾1》

△

畦1》
△

《注”

狸 四国壁寧毎堂堂但瞳老旺の写し
1■■■

・特金猛酋賑■瞳国都健康但
険･厚生年金保険の適用事東所
ではない場合に担出が必要
･申鴎人のものが必畏

▲

《注1〕

△

唾1）

△

姓1）
▲

唾”

23 因唾空優険料〔程）納付座明■
ー

・特定技麓所■機関が使庫保
険・厚生年金僚険の遭用事東所
ではない塩合に提出が必要
･申箇人のものが必畏

△

畦1》
△

唾1）
△
唾1）

△

唾1〕

24

･朗付鰹》■和錯■（換個の画予，軸付の薗予又
は紡付受舵）の適用がある■の配■がある国民使康
保険料駁）納付腔明害
，納付鰹》圃和措匡（換優の凹予,､納付の潰予又
は紬付受庇）に係る通知宙の写し
＊いずれかを樋出

ー

・申繭人が国民憧康保険料
（硯）の納付について納付や換
価の画予を受けている場合で
あって．国民伐康保険料《硯》
納付証明香にその旨の鱈敏がな
い場合に拠出が必要
･申衝人のものが必要

△

(注1〕

△

唾1）

△

陸1》
△

〔注1）

25 彼保険者記録鳳金回答票
ー

・特定技能所■犠関が唾像
険・厚生年金保険の通用事象所
ではない場合に提出が必■
・申鴎人のものが鐸

△

陸”
△

甦1）

△

〔注”
△

《注1）

26

・図民年金保険料懐収圧杏の写し（在留菌申飼の日
の■する月の前々月までの24か月分全て》 ．
・枚保険者屋像閉会（岫付ロ）
＊いずれかを提出
＊■民年金保険料優収圧魯の写し（在留■車罵の
ぁ弓彊白面頁矛ろ月の繭身圓まで②24か且分全
て）を提出する場合は，彼但険智配働照会回喬慕の
提出が不要
＊国民年金保険料の納付から彼保険金箆舞照会（納
付m-へ而鮒付雇母の反唾寧でに時囮を昼すら三と
から．反映前に提出する場合は。彼保険者毘邑風食
（紬付Ⅱ〉に国え。険当する月の国民年金保険料偶
収鉦害の写しも提出して<麓さい。

｡■■

・特定技能所■檀関が佳庫保
険・厚生年金保険の適用事鎮厨
ではない場合に拠出が必要
と申繭人のものが必要

△

唾1）

△

《注1》

△

(陰1》
▲

唾1）

27 特定技”■檀麗■要香
の考樺式
鋤1－1 1 号

△

畦2》
△

唾2》
△

姓2）
▲

唾2》
△

(注2》
▲

趣”

20 丑屋亭項圧明■
ー

，特定技鯨所■樫関が法人であ
る場合のみ撹出が必昼

△

畦2》
△

(注2》
△

畦2》

△

雌2〕
△

〔途”
△

唾2）

29 住民票の写し
ｰ

･特定技焦所艮概関が法人であ
る場合に拠出が必要
・マイナンパーの鹿■がないも
の

・木偏地の配敏があるもの
・侍壺抄種外田人の受入れに関
する象務の牧行に直接的に関与
しない役貝に関しては、住民鼠
の写しに代えて．筈約宮（特定
技臆外国人の受入れに関する鋲
箇の執行に直接的に関与しない
■と途令に定められている欠格
事由に蝕当する者でない旨につ
いて特定枚飽所■撞関が磁鱒
し、誓約したもの．）の樋出で
も可〕
6時窒牲堕腰■瞳関〈迭人）の
役負のものが必要

△

《注2）
▲

(注2）
△

《注2》
△

《崖2）

△

《注2》
△

(崖”



訓■姉

30 特定技能所■檀閲の役員に問する吾約宮 密律式
毎1－23号

・住民県の写しの提出を省略す
る役貝がいる四台に提出が必要

△

(圧2〕

△

鰹2）
△

(住2）
△

駐”
△

畦Z》
△

畦2）

訓 仲里国の写し ー

主である蕩苔E穏函が忍要ﾏ…
・マイナンパーの配載がないも
の

・本■地の毘館があるもの
･特定技能所■檀閥（個人亭案
主）のものが必要

△

《崖2》
△

砿”
△

(生2〕
△

“2》
△

唾2》
△

〔注2》

32
淡陳文害の写
支針算害） （鑑

損益叶算表及び貸僧対照表又は収
2年分）

ー 撞関が暖
必要

人であ △

【圧3》 (銭》
▲

畦3〕
△

唾3》
△

〔注3》

▲

(瞳8）

33 雛溌職雛職鰡懸蜘
改■の見通しについて呼伍を行った■面

■■■ ・皮近期末において僚鐘麺遇が
ある場合に提出が必便

△

(生S）
△

《塵”
△

(圧3》
△

《注3》
△

畦3〕
△

趣き》

34 法人税の破定申告復の侭えの写し（直近2年分） Ⅱ■■■ ・特室姑鱈駈
る喝合に提出§

侭四が茂人であ
必要

△

《住3》
△

《注3）
△

(生3〕
△

《注8〕
△

《注8〕
△

陸3）

35 硯目を申告所得税の納視厘明谷（その2） 〔直近2
年分） ．

ー ・特定技能所■橿露が同人事塵
主の場合に提出が必要

△

《注3》
△

瞳3）
△

《筐3》
△

(注3〉
△

《崖3）
△

陛8》

38 労回者函事象許可狂の写し ー ・労健者識遭による増合に賃出
が必昼

△

(注2〕
△

唾2》
▲

(厘Z）
△

〔注2》
△

唾2》
▲

《雄2〕

37 璽璽針園毎 ウ考棟式
飼1－12号

・労■者雅遺による喝合に拠出
が必要

○ ◎
△

(住”
0 。

△

唾1》

38 労働者駅逸興約■ ー 肴認遼による場合に樋出
◎ ◎

△

雌1） ◎ 。
△

《注1）

39 睦顛県件明示害の写し 参寺僚式
第1－13号

・労■者深遠による喝合に提出
が必要 ．

。 。
△

《注”
◎ ◎

△

〔住”

40 派遼先の樫要昏（艮単分野） の考様式
第1－14号

・労■者澱造による塙合（且集
分野の場合）に樋出が必要
・労働・社会保険及び租観の法
令を遵守していることを征明す
る貸料として，項番42から6
1の■頬の提出“昼（提出頻
度は各毎銅の項香の歴戴に従う
こと）

。 。
△
(迫1〕 0 ◎

△

〔趣1）

41 服遠先の疸要香（歯禽分野） 谷考樺式
鱒1－15号

・労佃者派遺による咽合（漁累
分■の場合）に捉出が必要
・労ロ・社会保険及び圃観の途
令を遵守していることを柾明す
る資料として．項唇42から6
1の白薙の捉出が必要（糧幽印
度は各香圃の項昏の配載に従う
こと〉 。

◎ 0
▲

唾1》 。 。
△

(塗1〕

42 ･労働保険料等輸付鉦明毎《未助なし匝明） 一

・特定技能所■撞閲が労僧保砿
の適用事象所の場合に提出餓必
要

△

(位6）
△

唾6）
△

(住B）
△

(注6）
△

〔煙6）
△

《注6）

43

･領収圧■の写し（■近1年分）
・労働保険E算・増釦擾算・瞳定保険料申告宮〔事
案主控）の写し（領収旺寄に対応する分）
＊労勧保賎亭路組合に事轟晏廃している事裳塀は，
事箇岨合が発行した『労佃保険料領収害』の写し
（直近1年分）及び『労価保険料等納入通知魯』の
写し（領収宮に対応する分）

ー

・特定技能所且撞閥が労伍侭険
の適用事黛所の増合に提出が必
昼

△

(注2）
△

唾2）
△

〔は2〕
△

〔瞳2》
△

(注2）
△

陣2）

“ 固用係険彼保険者賀格取得砿思通知官（事寮主檀）
の写し

1■■■

･特定技脆所■観閲が労俺保険
の適用事案所の堀合に拠出が必
要
･申闘人のものの拠出が必要

◎
(座4》

。
畦4》

45 届用の旺緯に係る瞬明害 “微式
筋1－16号

。 ◎ ◎ 。
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46
■東紐介事察所に関する『人材サービス総合サイ
ト」 （厚生労い省因集安定局ホームページ）の囲面
を印刷したもの

1■■■
．■用興約の成立をあっせんす
る者がある場合に提出が必要

。 。 。 ◎

47

・社会保険料納入状配賦会囹答県
・侭康像険・厚生年金保険料慨収唾の写し（在留
騰申画の日の風する月の前々月までの24か月分全
て）
＊いずれかを提出
＊健康保険・厚生年金保険料の輪付から社会保険料
輸入状魂願金回答票への納付露像の反映京でに時間
を裏することから．反映前に提出する堵合は・社会
保険料納入状況照会回答票に釦え，肢圏する月の健
康保険・厚生年金保険料憧収圧谷の写しも提出して
ください．

■■■

･特定技能所且樫関が働康侃
険･厚生年金保険の■用事巣所
の瑠合に縄出が必要

△

(注6）
△

畦6》

△

錘5）
△

《注5》
△

《泣5）
△

<注5）

48

･納付の融予肝可通佃香の写し
･換僅の猶予肝可通知害の写し
＊いずれかを提出

ー

･特窒盆瞳匿口埋凹鋪些車侵
険・厚生年金保険の■用事寓所
の場合で．社会保険料の納付に
ついて納付や換価の画予を受け
ている珊合に祖出が必要

△

<途6）
△

(崖5）
△

雌6）
△

(注6）
△

姓5）
△
《陸5）

49 国巳使昼毎段堅の写し
ー

･特定技能用目機関が健康保
険・厚生年金保険の適用事禽所
で
●

はなぃ切合に提出が必昼
特定技能所■機田（事象主）
のものが必,要

△

唾2）
△

(注2》

△

唾2）
△

〔注”
△

《注2）
△

唾2》

“ 回国己車細瞳料（”納付柾朗客
ー

･特定技飽所■榎関が働康保
険･厚生年金保険の適用事銅所
ではない燭台に提出が必要
･特塞塗師藍■塵関（事戴主）
のものが必畏

△

《注5）

△

《堂6）
▲

“5）
△

(陸5》

△

《生5）
△

《注6》

51

・納付（”＆鞄措低（換価の圃予，納付の圃予又
は納付受妊）の連用がある旨の妃敏がある国民僅康
保険劇（観）前付匡明香
・納付（鋤吸鞘揖伍〈換価の画予．翰付の田予又
は姑付受舵）に係る■知宮の写し
申いずれかを樋出

ー

･特定技飽所風楼閣が国民唾
保険料（鋤の納付について納
付や換口の画予を受けている塩
合に提出が必昼
･特壷柱範畷国種関（事東主）
のものが必要

△

《注5）
△

《住5》
△

唾5）

△

唾5》
△

【注6》
△

〔途5》

52 彼保険者記俸阻会回答票
ー

･特産柱鹸賑■
険･厚生年金係餓搦
乎雛鑛諾難
のものが必嬰

が必昼

侭
東所

〔事象主）

△

陸2）
△

(趣”
△

(注2）

△

(趣2）

△

(座2》
▲

唾2〕

53

・匿民年金保険料■収柾■の写し（在■■申国の日
の■する月の前々月までの24か月分全て）
・紋保険者紀卸照会(納付ロ）
＊いずれかを提出
＊国民年金保険料優収鉦盲の写し（在留箇申跡の
あった日の風する月の前々月までの24か月分全
て）を提出する埆台は0枚保険者E鋒困会回答猿の
提出が不要
＊国民年金保険料の紬付から彼保険者配像照会㈱
付、〕への納付起卸の反映皮でに時間を要すること
から．反映前に拠出する塩合は．被保険看毘嘩鳳会
（納付ロ）に魚え．肢当する月の国民年金保険料領
収厘魯のなしも提出して<麓さい。

■■■

･特定技飽所周披閲献健虫保
険･厚生年金保険の■用事案所
で
●

はない邑合に提出が必要

特定技麓所貫檀関（事顛主）
のものが必要

△

畦5）
△

畦5》

▲

唾5》

▲

唾5》
▲

《座5）
△

“5》

“
鋭目を源泉所得礎及び復具特
費硯及び地方嗣良唖とする軸
＊現務署発行の納錘醐冑（

鰄
麺
その

得租。法人園．鯛
明■
3）

ー
･特定技能研■機関が迭人であ
る場合に提出が必要

△

雌2）
△

畦2》

△

健2》
△

唾2）
△

(途2》
△

(産2》

55

・納税級和槽■（換価の圃予，帖種の画予又は納付
受託）の適用がある旨の厘敢がある納迦明■
＊項番54の風目のうち．未紬がある税目につい
て，税務ご発行の未納嬢のみの納段歴明魯（その
1）

ｰ

･特産柱鹸断口樫画鋲塗人であ
る墹合で，項掛64の税目につ
いて換価の猶予，納税の圃予又
は納付受庇を受けていると念に
提出が必要

△

《注2）
△

他2》
△

《注2》
△

雌2）
△

《注2）
△

(雄2〉

56

〔地方税）
税目を途人住民硯とする軸硯圧明魯
＊市町村発行の納税座明害

－
０

･特定拉蛇塵■楼閣が迭人であ
る埆合に提出が必要

△

《注2）
△

《注”
△

(注2》
△

(崖”
△

(塗2〕
△

(注2》

67

〔地方税）
助圃緩和描■(換価の猶予，納観の猶予又は納付受
庇）に係る通知谷の写し

ー

⑨窒捨敏痔ロ■閏哉塗人酒あも
場合で．地方硯について軸風綬
鞄撹■（換侭の酋予．納硯の田
予又は納付受既）の適用を受け
ていることが軸錘明害に里垣
されていない場合に提出が必昼

△

(注2）
△

《注2》
△

【注2》

△

〔注2》
△

(注2）
△

《注2〉



＊原本の提出が求められるものについては．鼻仔f伶酸）毎忽か日以内のものに限る．

(崖”職瀧講評鴇雛認駆駕浮興櫓圃定圧闘轡塞付・厨･在留賃“更野可申圃'窪”凪更硫珂阜繍)に鱈いて侭幽”《内感に医璽が

催2)謡#預雛諸職飴溌:謝箭鋸2藷篭既瀞賞偽園定区“父“厩･窪田貴播慶璽勝孵風在圖恥密簾珂”》に麓いて縄

(注3》受け入れている任庫の外国人に係る在留鯖申断において閲一年度のものを提出済み（内容に変更がない場合に限る．）の場合に省略で倉るもの．

(注4)･申働人に係る在日資格匡定証明■交付申繭又は在田資格変更貯可申圃僅丑初の在宙期間更断時可申蘭時のみ提出が必要なもの．

(窪s噌齢鵠雛壗穐既瀞ろ過壷'零以内の種圃繍事爾(種留資繍鱒定睡園画爽付申騰'種岡資格魔奥鮮孵圃’窪留卿園函勝可申扇)に鱈いて腿

姓6）初めて受け入れる塙合の在留賭申風（在留直轄浬牽画明害交付申固．在留資格庇更肝可申鯖，低回鳳困更断貯可申田）のみに縄出が必要なもの．

$卜、

58

段目を琢泉所碍風及び復■特別所得艶申告所同唖
及び■貝特別所得騨滴寅洩及び勉方澗寅塾相暁
醜■”とする納硯四書
*硯厨■発行の納硯鉦明宙（その3）

ー ･特定技舷所■檀関が個人事象
主である場合に提出が必妥

▲

(崖2》
△

t崖2〕
△

〔生鋤
△

〔注2）
△

〔唾”
△

《注2》

59

･鮒税綴和描■（換贋の錨予．輪風の薗予又は納付
受託）の適用がある旨の屋載がある輕踵璽害
＊項■68の税目のうち．未納がある税目につい
て．楓務署発行の宋輸領のみの納硯圧明■（その
1）

ー

･特定技催所風檀関が個人亭康
主である塩合で，項母68の硯
目について，換倭の田子．納硯
の■予又は納付受託を受けてい
ると倉に提出が必要

△

(注2）
△

《産2》
△

《崖2》
△

《注2）
△

【注2）
△

(堂2》

“

(蛾方穏）
圃目を個人住艮硬とする軌垂明香
＊市町村発行の“圧硯書

ー
･特定技能研目機関が個人亭案
主である場合に榎出が必要

▲ ．

(注2）
△

唾”
△
唾”

△

唾2》
△

唾”
△

鍾2》

61

(勉方観）

同

舶屈■和措■（換優の画予．納蔑の■予又は納付受
屍）に侭る通知香の写し

ー

･特定技能所屈犠関が個人亭案
主である場合で．地方硯につい
て納親厘和摺因（換伍の圃予0
納風の涜予又は軸付受託）の通
用を受けていることが…明
■に妃載されていないときに提
出が罐

△

(注2）
△

唾2》
△

《注2）
△

“2》
△

唾2》
△

畦2》

62 19特定技舵外囚人支擾晒密
●考犠堂

掘1弓17号
◎ 。

63 寅巴国圧契約書の写し 参考嫌式
第1－18号

･ 1号特定技能外国人実
の全部の実施を登録支擾雛
受圧する場合のみ提出が必要

。 ◎

64 支擾寅任者の駄任承膳昏及び毎釣魯
鏑樺式
第1－19号

｡且毎壷璽纏凹に里託せずに1
号特定技飽外国人支檀を行う堀
合のみ提出が必要

△

《住2）
▲

唾2》

65 支擾貴任者の臼蒔室
“鎌武
徳1－20 号

｡E録古■…l冤要託せずに1
恥定技能外国人支擾を行う場
合のみ提出が必要

△

(途2）
△

畦2》

“ 文■担当看の就任承鴎啓及び曽釣■ 錦橡式．
鏑1－21号

。■骨賓璽麺に婆既せすに1
号特定技鰯国人支擾を行う塙
合のみ提出が必要

△

〔注2〕

▲

“2》

67 支橿担当肴の■理■
参考橡式
飽1－22号

｡a卸支援檀閲に曇配せずに1
符
の
号
合 蕊瀞

国人文■を行う増
必要

△

唾2）
△

(睦幻

68
特定技龍所日掻屍の四季穂又は主溺宮庁から険立の
肝可を受Iﾅたことを圧明する文書の写し

ー
・その他の実彼を柾明する堀合
のみ

◎ 。

69 特定技函■檀囲の直近年分の蛤与所得の璽泉歓収
県等の法定飼盲合計辰の写し

－
・そ

のみ

の他の実■を陸明する鑑 △

<堂3》
△

〔陸3》

70 特定技麓外国人受入れに岡する■用具領(別固（分
野別》）に巴載された麺対象の客頚（毎約■等）

q■■ ◎ ◎ 0 ◎ ◎ 。



一文化活動一
【在留資格決定の場合】

31-79

赤
■

口
。 リー1 癌リーZ

区分

(申請人）
①ル 大学
②大学
③高等
④日本
⑤独立
⑥特殊
⑦日本

大学
高等

独立
特殊

⑧
⑨

に準ずる機関
専門学校
日本又は外国の国･地方公共団体
行政法人
法人･麗可法人
日本の国･地方公共団体麗可の公益法
人

法人税法別表第1に掲げる公共法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の
法定關書合計表中､給与所得の源泉徴
収票合計表の源泉徴収額が1,5”万円
以上ある団体･個人

第1
(該当範囲）

次の箕料により判断する。

① 申鯖書
②活動内容､期間及び当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料
ア申鯖人又は受入れ機関が作成した日本での活動内容及びその期間を明らかに
する文書
イ申鯖人が当該活動を行おうとする機関の概要を明らかにする資料(パン
③次のいずれかで､学術上又は芸術上の業績を明らかにする文書
ア
イ
ウ
エ
オ オ

関係団体からの推薦状
過去の活動に関する報道
入賞､入選等の実績
過去の鋪文､作品等の目鋸
上配ｱからエまでに準ずる文書

④在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
ア申鯖人本人が経費を支弁する場合は､次のいずれかの貴料
（ア）給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
（ｲ） 申鯖人名義の銀行等における預金残高鉦明書

フレット等）

(ウ） 上記(ア)又は(ｲ)に準ずる文書
イ申鯖人以外の者が申鯖人の経費を支弁する塙合は､経費支弁者に係る次のい
ずれかの資料
(ア）住民税の課税(又は非課税)胚明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納
税状況が記戦されたもの)

(イ） 経費支弁者が外国にいる場合は､経費支弁者名稜の銀行等における預金残
高鉦明書

（ウ） 上配(ア)又は(ｲ)に準ずる文書
⑤ 専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合は､上
配②から④までに掲げるもののほか､当該専門家の経歴及び業緬を明らかにする
次のいずれかの資料
ア免許等の写し
イ瞼文､作品集等
ウ履歴書



【在留期間更新許可申鯖の場合】 一文化活動一

31-80

”グー画一■ カテニ リー2
区分
(申鯖人）
①大字

②大学
③高等
④日本
⑤独立
⑥特殊
⑦日本

大学
高等

特殊
日本

に準ずる機関
専門学校
日本又は外国の国･地方公共団体
独立行政法人
法人b麗可法人
の国･地方公共団体浬可の公益法

人

⑧法人税法別表第1に掲げる公共法人
⑨前年分の給与所得の源泉徴収票等の
法定鯛書合計表中､給与所得の源泉徴
収票合計表の源泉徴収額が1,500万円
以上ある団体･個人

左のいずれにも該当しない団体･個人

要件 壺鹿刊 ョ

上記に該当することを示す資料

第1
(骸当範囲）

申謂書により判断する。 次の資料により判断する。

①申鯖書
②活動内容､期間及び当該活動を行お
うとする機関の概要を明らかにする賀
ア申鯖人又は受入れ機関が作成した
日本での活動内容及びその期間を
明らかにする文書
イ申鯖人が当該活動を行おうとする
機関の概要を明らかにする資料(パ
ンフレット等）

③在留中の一切の経費の支弁能力を証
する文書

ア申鯖人本人が経費を支弁する場合
は､次のいずれかの資料
(ア）給付金額及び給付期間を明示
した奨学金給付に関する証明書

(イ） 申請人名穀の銀行等における
預金残高証明書

(ウ） 上記(ア)又は(イ)に準ずる文
イ申鯖人以外の者が申鮪人の経費
を支弁する場合は､経費支弁者に係
る次のいずれかの資料
(ア） 住民税の課税(又は非課税)証
明書及び納税証明書(1年間の
総所得及び納税状況が配戦され
たもの）

(イ） 経費支弁者が外国にいる塙合
は､経費支弁者名稜の銀行等に
おける預金残高証明書

(ウ） 上配(ア)又は(イ)に準ずる文
書
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第1在留資格『永住者』に関する寸匝費料

1基本資料

’ 8

31-84

壷毎畳料 備考

日
本
人
の
配
偶
省

日
本
人
の
子

永
住
者
毎
の
配
偶
君

永
住
肴
等
の
子

定
住
者

灘
民
厘
定
者
又
は
袖
完
的

保
厘
対
象
者
伍
定
看

就
労
貴
格
・
家
族
滞
在

高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

Ｂ
ｏ
点
以
上
・

特
別
高
度
人
材

高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

７
０
点
以
上

1 申箇書 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2

①
｜
②

配偶看《日本人)の戸局■本(戸廠最本に
鐙姻事実の記敏がない唱合は《戸鰯雁本
に麺堂鰹頗因出受理壁明書）

申■人の国職国の掻関から発行された婚
姻歴關谷

●

●

3

①

②

③

④

申鯖人の餌の戸鰯賂本又は除掩雁本

出牛鹿受理堕明書叉吐璽旬墜晏哩塵哩害

幽牛回の槌関から発行された出牛睡回客
又は麗知に関する旺明毎

特別養子丘組届出受理匠明書又は日本の
恵庭鯉判所発行の養子縁組に侭る困判害
届本及び碑室匝明告

申麟人が本邦において出生した
珊合

申麟人が本邦外において出牛l‐
た増合

申箇人が特別養子である埴合

●

●

●

●

4

国偶宥(永住者等)及び申麟人の国縮図か
ら発行された婚姻柾明害(本邦で織姻手暁
を行った増合は婚園届受理隆明害）

●

5

①

②

③

本邦における出生団受理堅明害又は国筋
国が発行する瞳子関僅を壁明する文客

国鰯を証明する文宮

その他在留資格の取得を必要とする事由
を胚明する文書

取得永住杵可申蘭の喝合

●

●

●

6 身分関係を胚明する前配2ないし5に準ず
る文害

● ● ●

7 世帝全員の配唾のある住民扇 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 身元保旺官(永住貯可申鯖用） ● ● ● ● ● ● ● ●

②
身元係旺人の身分事項を明らかにする書
餌

● ● ● ● ● ● ● ●



’‐
高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

８
．
白
以
上
。

特
別
高
■
人
材

就
労
寅
格
・
家
族
滞
在

定
住
者

働考

’ |･H･|･|･| |･| | ’
申麟人を技饗する肴の収入によ
り生活する増合

31－85

麟
民
偲
定
者
又
は
椀
完
的

保
伍
対
猷
看
圃
定
君

9

①

②

③

④

申臆人の在職鉦明魯(自酋案の俎合は、
穂定申告害〈控え)の写し及び営集鮮可害
の写し）

申爾人の住民税の納瞬匠明書(1年間の
紀収入､陣税額及び納段■が箆虹された
もの.触襲堅明害に“入､陳税観及び納
硯観の配賦がない増合は､これに加えて虜
劇(非廓臣)匿閥害）

申麟人の住民窟の納税狂明毎(3年関の
範収入.■観頓及び納麗■が妃敏された
もの.納税匿明害に総収入､扉硯額及び納
唖函の配敏がな↓咽合は､これに麺えて媒
種(非陳税)医明各）

申鯖人の住民硯の給税匠明書(6年間の
範収入.■税函及び納観甑が毘敏された
もの.納税医弱各に総収入､■税甑及び納
親額の配載がない埆合は､これに加えて■
硯(非陳硯)匿明害）

申衝
合
人の収入により生活する増

申麟人
合
の収入により生活する畑

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

10

①

②

③

④

申鯖人を扶養する者の在慮鉦明害(自営
察の咽合は､確定申告■(控え)の写し及
ぴき案貯司書の写し）

申繭人を扶養する缶の住民税の納瞬柾明
書(1年凹の斡収入､陳圃餓及び納税額が
墨戟されたもの.納段胚明■に鋤収入､陣
理屈及び軸狙頓の毎■がない唱合は､こ
れに加えて閥鋭(非腺硯)圧駆香）

申爾人を扶養する君の住民税の納硯匠明
害(3年岡のα収入､腺税■及び鮒税酔
“されたもの.納穏旺硯香に斡収入､■
段頓及び納職額の妃載がない明合は､こ
れに麺えて錬税(非■税)歴明書）

申■人を扶養する君の住民税の納融匠明
書(6年間の低収入､陳圃■及び給税甑が
配瞳されたもの.納現柾明杏に総収入､陳
段楓及び納税銀の毘舷がない堀合は､こ
れに加えて陳税(称媒税)胚明魯）

申踏人を扶饗する看の収入によ
り生活する増合

申■人を扶養する者の収入によ
り生活する畑合

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

色凸

①

申筒人の五泉所得税及び復具特別所得
税､申告所得観及び復貝特別所舟騒､潟
費税及び地方滴費硯､相麟税.遁与税の6
税目に係る飴観証明害(その3）

申鯖
合
人の収入により生活する場

● ● ● ● ● ● ● ●



31-86

寸歴笹料 働宥

日
本
人
の
配
偶
者

日
本
人
の
子

永
住
肴
等
の
配
田
肴

永
住
者
等
の
子

定
住
令

睡
民
箆
定
者
又
は
檜
完
的

保
厘
対
象
者
田
定
君

駄
労
資
格
・
家
族
滞
在

商
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

８
０
点
以
上
・

特
別
高
度
人
材

富
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

７
０
点
以
上

12

①

②

③

ねんきん定期良又はねんきん
『各月の年金胞峰』印圃西田

嘗鵜鑑嘩垂延越施錘ェ

申鯖人の1年分の国民年金保険料領収讐
写し
繋基礎年金番号にマスキングが施されて
いるものに限る．

申麟人の2年分の国民年金保険料領収書
写し
※基盛年金轡号にマスキングが施されて
いるものに限る．

申鯖人の収入により生活する餌
合

砿厘対象嬬間内に申鯖人が国民
年金に加入している揃間がある
場合

●

●

●

●

●．

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

13

①

②

③

申鯖人を扶憂する客のねんきん定期便又
はねんきんﾈｯﾄの『各月の年金湿録｣印刷
画団
撫韮礎年金岳号にマスキングが鰭され宝

いるものに■ろ‐

申蹟人を扶養する者の1年分の図艮年金
保険料領収客写し
※基硬年金石号にマスキングが施されて
いるものに限る．

申閑人を扶菱する者の2年分の国民年金
保険料領収書写し ．
崇苦礎年金抵号にマスキングが施されて
いるものに限る．

申鯖人を扶聾する者の収入によ
り生活する塙合

砿麗対象掘聞内に申碕人を扶養
する者が国民年金に加入してい
る翻間がある喝合

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

14

①

②

③

申鯖人の健康保険被保険
康保険枚保険者鉦(写し》

看旺又は国民健

一
一

申園人の1年分の国民健鷹保険料(税)納
付旺明(砿固)害及び国民健康保険料(税）
慨収害《写し）
※保険者轡号及び被保険者等紀号･番号
にマスキングが施されているものに限る．

申鋳人の2年分の国民侭康保険料(鋭)納
付柾明(確鯉)害及び国民健康保険料(税）
領収害(写し）
※保険者暑号及び紋保険肴等配号･替号
にマスキングが麓されているものに困る．

申鯖人の収入により生活する堀
合

磁鹿対象鯛間内に申飼人が図民
■康保険に釦入している期間が
ある増合

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●



、
。
■
Ｉ

、

31-師

命匪管料 備考

日
本
人
の
配
偶
君

日
本
人
の
子

永
住
看
簿
の
配
■
者

永
住
者
導
の
子

定
住
者

極
民
餌
定
者
又
は
袖
完
的

保
僅
対
象
者
豚
定
者

就
労
貴
櫓
・
啄
族
海
在

富
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

Ｂ
ｏ
点
以
上
・

特
別
高
度
人
材

高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

７
０
点
以
上

16

①

②

③

申■人を扶養する肴の1年分の国民健康
保険科(税)納付厘明(穂麗)書及び国民値
康保険料(税)領収香(写し）
濃保険者各号及び彼保険者等配号･番号
にマスキングが施されているものに限る。

申箇人を扶養する肴の2年分の国民侭康
保険料(税)納付旺明(確麗)香及び■民恒
鷹保険料(卿領収害(写し〉
※保険者弱及び彼保険者等配号･番号
にマスキングが鹿されているものに限る。

申傭人を扶養する肴の収入によ
り生活する堪合

確固対象期間内に申鱗人を扶養
ローーーーーー一一一一▼一一ー 子 =

ている掘問がある場合

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1e

①

②

申■人を事象主とする社会保険遭用事象
所の包康保険･厚生年金保険料領収匝害
(写し)又は杜金保険保険料納入”(申
脇)害

申■人を扶養する肴を事象主とする社会
保険適用事象所の値庫係険o厚生年金保
険料値収医書(写し)又は社会保険保険料
納入砿偲(申■)害
｡ ①

申■人
事案主

険迅用事案所の

申麟人を扶養する者が社会保険
手適用事察所の事象主である増
合

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

17 丁解害 ● ● ● ● ● ● ● ●
q

●

18 戟族一冗表 ●

ｄ

Ｉ

１

ｌ

ｌ

ｌ

Ｐ

ｌ

ｐ

ｈ

Ｌ

Ⅱ

Ｈ

ｒ

ｂ

４

●

19

①

②
一
③

■彰状､盛樹状､紋醗害等の写し

所風会社､大学､団体専の代表者等が作
成した椎■状

その他各分野において宜献があることに関
する貴料

外交､社会､経済､文化等の分野
において饗が■への貢献がある
増合

→ -■

1
1
1

．
ｒ
可
ｑ
ｑ
ｑ
副
４
１
１
４
．
－
１
０
８
０
可
．
１
，
０
Ｊ
一一一 一③一一

▲

▲

－

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



2必要に応じて提出を求める資料

31-88

立腿責料
● 働考

日
本
人
の
配
偶
君

日
本
人
の
子

永
住
者
等
の
配
偶
者

、
永
住
者
等
の
子

定
住
者

雌
民
豚
定
者
又
は
棉
完
的

・
保
■
対
象
者
豚
定
者

駄
労
資
格
・
家
放
滞
在

高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

８
０
点
以
上
・
・

特
別
高
度
人
材

高
度
人
材
ポ
イ
ン
ト

７
ｏ
点
以
上

19 理由害 永住許可申箇の理由が明らかで
ない増合

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

20 国籍国が免行する鯨狸服歴明書等 国範国における前科がある可衝
性がある増合

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

21 健康鯵斫魯

感柴症予防遼箆6条で規定す4
『－顕感鎗症』､r二顕盛儀窪』
『橘定感餓症』､『斬感肇痙』のり
息看又は噸､大麻､あへん及I
覚せい剤等の■性中毒者であj
疑いが判明した場合には提出1
求める.ただし､16喰未調及び‘
o怠以上の肴については提出！
求めない。

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

22 その他 事案に応じて提出を求めるべき周
料

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲



第2在留資格『日本人の配倶看専』に関する立匠資料

1基本貴料

31-89

市厩壷料 僧考

日本人の配■者

上匡時
(短期遍在から
の轡鐘聾ロキ会

含翻

取得

期間更新
又は

日本人の実
及び

特別養子

子

(画

の責
恩滞在から

格変更を倉
オ潮

取得

朔間更箭
又は

1 申麟書
● ● ● ●

2

①

②

配偶者(日本人)の戸頗簡本(戸鰯
囲本に婚姻事実の配軟がない俎合
は､戸堀届本に加え婚姻届出受理
柾明魯） ．

機関から発行さ

●

●

●

●

申 ■

3

①

②

③

④

申勝
本′
人の域の戸綴轟本又は除籍届

由牛庖妥理歴明害又は麗知届受理
皿明書

出牛国の機関から発行された出生
鉦明書又は厘知に関する鉦明書

特蹴養子縁組届出受遍歴明書又は
日本の家庭蝕判所発行の養子縁組
に係る客判香歴本及び確定胚明書

申箇人が本邦において出生した増合

申鱗人が本邦外において出生した場
合

申鯖人が特別養子である場合

●

●

●

●

●

●

●

●

4

①

②

③

申厨人の住民税の納税歴明害(1年
間の趣収入､厭観観及び納税額が
妃鮫されたもの.輪税座明書に緯収
入､扉硯甑及び給硯甑の記麓がな
い飼合は､これに加えて践税(非顔
税)証明害）

配偶者(日本人》の住民税の納税鉦
明害(1年間の輯収入､際税観及び
納鋭観が麗載されたもの･納暁匠明
書に総収入､扉瞬頗及び納租観の
配載がない埆合は､これに加えて祝
税(非課圃)歴明書）

主たる生針絶持者の住民税の納税
匝明各(1年間の総収入､廓税釦及
び軸税額が記載されたもの･納鋭鉦
明書に総収入､廊税観及び納税額
の配敏がない場合は､これに加えて
陳種(非鳳税)匠明香）

申臓
増合
人が本邦において種値している

配偶看(日本人)が本邦において稼働
している渇合

4①又は②において提出されている咽
合は不昼

●

●

●

●

B

● ●

●

●

5

①
｜
②

配伺者(日本人)の身元保証書

日本に居住する日本人(申麟人の理
又は養親)等の身元保匝害

● ●

● ●

6 世帯全日の配舷のある住民票 ● ● ● ●

7 質問谷 ● ●

8 スナップ写真(2粟から3葉〉 ● ●



2必裏に応じて提出を求める資料

31-90

壷駆轡料 僧考

日本人の配偶者

上陸時
(短期滞在から
の轡轄壷画参会

齢）

期間更新
又は

資格変更

日本人の実子
及び
特別養子

(短｜

の箕
閥潅在から
格変更を含
む》

期間更輯
又は

資鰹璽更

9

①

②

③

配偶者(日本人>又は扶養唇の在喰
鉦弱害(自営業の場合は､破定申告
書(控え>の写し及び営業貯可書の
写し）

配偶者(日本人>又は扶萎者の勤圃
先の概要を明らかにする資料

匡偶者(日本人)又は扶養者の瀞泉
徴収票又は税湧署長が発行した納
観鉦明害(所得金顧の鉦明があるも
のに限る.）

配偶者(日本人)又は扶養者の収入に
より生活する珊合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

10

①

②

琵偶者(日本人>又は扶養者の預貯
金還幡の写し又は預貯金蔑高旺明
谷

配偶者(日本人)又は扶養者が年金
を受給している場合は､年金受給額
を証明する文害
楽基礎年金旨号にマスキングが施さ
れているものに限る．

配偶者(日本人)又扶養者の資産によ
り生活する増合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

11

①

②

③

申蔵人の在庫旺明害(自営巣の場
合は.確定申告害(控え)の写し及び
営集貯可書の写し） ．

申鯖人の勤務先の極要を明らかに
する衰料

申麟人の諏泉徴収系又は税務署長
が髭行した納畷歴明書(所得金頗の
柾明があるものに限る.）

申飼人の収入により生活する場合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

12

①

②

③

申麟人の圃貯舎顎解の写し又は預
貯金残高歴明吾

資産を保有する者の概要を明らかに
する資料

資産を保有するに至った経緯を明ら
かにする資料 ．

申繍人の資産により生活する増合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

13
入
料
収
資
額と支払予定者を明らかにする

申鯖人が収入を得る予定の増合 ▲ ▲ ▲ ▲

14 在学鉦明害

申菌人の子又は申厨人自身が小学
枚又は中学校に通学する堪合におい
て､申鯖寄の配載内容に疑麓がある塩
合又は確圏を要する増合

▲ ▲

15 その他 事案に応じて垣由を求めるべき賓料 ▲ ▲ ▲ ▲



￥

第3在留資格『永住者の配偶者等｣に関する立旺資料

1基本資料

一

31-91

立鉦資料 個考

永住者の配偶者

上陸時
(短期滞在からの責
格変更を含む）

期
替

取得

間更新
又は
雄志頓

永住者の
実子

1 申鰯書 ● ● ●

2

配偶者(永住者)及び申蘭人の国鯖
国から発行された婚姻歴明書(本邦
で婚姻手続を行った場合は婚姻届
受理鉦明害）

● ●

■

3

①

②

③

本邦における出生届受理証明香又
は国締国が発行する親子関係を証
明する文書

国繍を証明する文香

その他在留資格の取得を必要とす
る事由を鉦明する文害

取得申鯖の場合

●

●

●

4

①

②

③

申鯖人の住民税の納税鰹明書(1年
間の総収入､課税額及び納税額が
腿鮫されたもの.納税歴明害に緯収
入､陳税顧及び納段額の配鮫がな
い珊合は､これに掴えて陳税(非陳
税)胚明害)．

配偶者又は親(永住者》の住民税の
納段柾明害(1年間の総収入､保税
楓及び納税顔が麗鮫されたもの｡納
税柾明害に総収入､陳鋭頓及び納
税顔の記敏がない咽合は､これに加
えて腺税(非鳳税)腿明害）

主たる生計維持者の住民税の納鋭
歴明轡《1年岡の総収入､課税額及
び納溌観が記鮫されたもの｡納税陸
明害に緯収入､扉税額及び納税頓
の配敏がない場合は､これに加えて
腺税(非課税)証明害）

申脳人が本邦において稼働している
場合

配偶者又は親(永住者)が本邦におい
て稼働している堰合

4①又は②において提出されている
増合は不要である．

●

●

●

●

●

●

●

●

5
偶配
香
者又は親(永住者)の身元保鉦 ● ● ●

6 世帝全員の配敏のある住民票 ● ● ．●

7 質問害 ● ●

8 スナップ写真《2葉から3葉） 1 ● ●



ノ

2必要に応じて提出を求める資料

31-92

方鉦蜜料 備考

永住者の配偶者

(短期滞在からの
格変更を含む）

資

取得

期間更蔚
又は
杏嬉痔画

永住者の
実子

9

①

②

③

配偶者《永住者)又は扶養者の在職
歴明書く自営集の場合は､砿定申告
書(控え)の写し及び営巣併可害の
写し）

配偶者(永住観又は扶養省の動務
先の概要を明らかにする資料

配偶者(永住者)又は扶養者の源泉
徴収票又は種務署長が発行した納
観鉦明害(所得金額の証明があるも
のに限る.）

配偶者(永住肴)又は扶養者の収入
により生活する場合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

10

①

②

配偶者(永住者)又は扶養省の預貯
金通幅の写し又は預貯金残高鉦明
書

配偶者(永住者)又は扶養者が年金
を受給している塙合はき年金受給額
を証明する文書
※基硬年金番号にﾏｽｷﾝゲが施さ

れているものに限る。

配偶者(永住者)又扶養者の資産によ
り生活する増合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

11

①

②

③

申蹟人の在職柾明害(自営案の増
合は､確定申告害(控え)の写し及び
営案許可書の写し）

申蹟人の勤務先の掘要を明らかに
する資料 v

申鶴人の源泉徴収票又は税厨暑長
が発行した納税鉦明書(所得金額の
鉦明があるものに限る｡）

申鯖人の収入により生活する増合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

12

①

②

③

申鯖人の預貯金通嘱の写し又は預
貯金麹寓鉦明害

貴産を保有する者の擬要を明らかに
する資料

資産を保有するに至った経繍を明ら
かにする資料 。

申鯖人の資産により生活する増合

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

13
収入額と支払予定者を明らかにする
資料

申購入が収入を得る予定の増合 ▲ ▲ ▲

14 在学鉦明害

申鯖人の子又は申鯖人自身が小学
校又は中学校に通学する場合におい
て､申鯖書の配載内容に疑稜がある場

合又は瞳埋を要する堀合

▲ ▲ ▲

1s その他 事案に応じて提出を求めるべき資料 ▲ ▲ ▲
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